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午前１０時００分 開会 

  ─────────────────── 

開 会 ・ 開 議 宣 告           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 皆さん、おはようございま

す。 

 ただいまから、令和２年第２回七飯町議会定例

会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

  ─────────────────── 

 日程第１ 

  会議録署名議員の指名 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員として、 

７番  畑 中 静 一 議員   

８番  長谷川 生 人 議員   

以上２議員を指名いたします。 

  ─────────────────── 

 日程第２ 

  会期の決定 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第２ 会期の決定を議

題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から６月１１日までの

３日間といたしたいと思いますが、これに御異議

ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本定例会の会期は、本日から６月１１

日までの３日間と決定いたしました。 

 会期予定表は、お手元に配付のとおりでありま

す。 

  ─────────────────── 

諸 般 の 報 告           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） この際、諸般の報告を行い

ます。 

 本定例会に町長より提案された議件は、同意１

５件、承認１件、議案８件、報告３件、以上２７

件であります。 

 次に、地方自治法第１２１条の規定により本会

議に出席を求めた説明員は、その職、氏名を印刷

して、お手元に配付のとおりであります。 

 次に、閉会中の議会の動向については、議会動

向報告として、お手元に配付のとおりでありま

す。 

 また、町政動向報告についても、お手元に配付

のとおりであります。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

  ─────────────────── 

 日程第３ 

  出納検査報告 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第３ 出納検査報告を

議題といたします。 

 監査委員の報告を求めます。 

 神﨑監査委員。 

○監査委員（神﨑和枝） ６月定例会に報告いた

します例月出納検査につきましては、２月、３

月、４月分の３か月分です。 

 ２月分につきましては、３月２６日、２７日、

３１日、３月分につきましては、４月２３日、２

４日、２７日、２８日、４月分につきましては、

５月２６日、２７日、２８日、２９日に行ってお

ります。 

 会計課長及び上下水道課長より提出されました

諸帳簿類の額と現金及び預金等の金額が釣り銭を

除いた額と一致しており、計数上の誤りがなかっ

たことを御報告いたします。 

 なお、下水道事業特別会計は、３月３１日に廃

止となっており、打ち切り決算に伴う残金は、下

水道事業会計に引き継ぎされております。 

 また、３月３１日には、水道事業会計の貯蔵品

につきましても確認しております。別に実地棚卸

表を添付しておりますので、御参照願います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

 横田有一議員。 

○１番（横田有一） 今の下水道の引き継ぎを

やっているというふうな話でしたのですけれど
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も、これにつきましては、一番最後の１５ページ

のところに書いています下水道事業会計の本月分

受け高の１億２,９９８万３,３５４円とありまし

て、決済用の１億２,９９６万８,３５４円の中に

含まれておるのかということ、それが１点と、こ

の公営企業会計を見ると、釣り銭が１万５,００

０円ずつとってありますけれども、これというの

はどちらで預かりをしているのですか、この２

点、お願いします。 

○議長（木下 敏） 神﨑監査委員。 

○監査委員（神﨑和枝） 決算用預金は、上の合

計１万５,０００円を足した数字が会計の数字に

なっております。１万５,０００円は、これは下

の出納室で金庫に預けております。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） ですから、この釣り銭の１

万５,０００円はどこどこで預かっているのか。 

○議長（木下 敏） 神﨑監査委員。 

○監査委員（神﨑和枝） 集金をされる方です。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） 保管をどこでやっているの

かと聞いているのですよね。 

○議長（木下 敏） 神﨑監査委員。 

○監査委員（神﨑和枝） 保管は出納室の金庫で

す。（発言する者あり） 

○議長（木下 敏） 横田有一議員にちょっと確

認しますけれども、要は、夜間、業務以外のとき

に、その釣り銭の現金が、誰がきちっと管理して

いるのですかということを質問したということ

で、監査委員のほうで今暫時休憩とっていますの

で、そこの１点だけ、５分休憩いたします。 

 ５分間休憩いたします。 

午前１０時０５分 休憩 

───────────── 

午前１０時０８分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

 神﨑監査委員の答弁より入ります。 

 神﨑監査委員。 

○監査委員（神﨑和枝） 時間を費やして申し訳

ありません。 

 先ほど申し上げましたように、１万５,０００

円は会計課で保管しておりまして、水道課にお支

払いをする方々のお釣りとしてその１万５,００

０円を使って、夜はまた会計課に納めるという

か、金庫に納めるということですけれども、よろ

しいでしょうか。 

○議長（木下 敏） ほか、質疑ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 監査委員、お疲れさまでした。 

 以上で、本件は報告済みといたします。 

 監査委員、御苦労さまでした。 

 以上で、出納検査報告を終わります。 

  ─────────────────── 

 日程第４ 

  一般質問 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第４ 一般質問を行い

ます。 

 通告順に発言を許します。 

 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） それでは、通告に従いまし

て、大綱、３問、質問を行いたいと思います。 

 １問目は、町内会の活動のあり方と問題解決に

ついての質問であります。 

 現在、七飯町内の各町内会の多くは、連合町内

会に属して、町行政の一翼を担っております。 

 しかし、近年、移住者やアパート住人を中心と

して、各町内会に加入しない世帯が増え、以前か

ら加入していない方々、脱退する方などを含め

て、幾つかの問題が生じ、地域が分断に近い状況

も発生しております。 

 この一つとして、外灯費の徴収やごみの処置、

こういうことについて、町内会だけでは対応が困

難な事例も発生しており、町の対応策や考えにつ

いてお伺いをしたいと思います。 

 ５点あります。 

 １点目は、町内会管理の全てのごみステーショ

ンをなくして、町が行っているごみ収集業務を世

帯ごとに実施することについて。 

 ２点目は、外灯の電気料金、これを全て町負担

とすることと、今後の外灯の灯具の更新につい



－ 5 － 

て。 

 ３点目は、町内会活動の活性化に向けた町の取

り組みについて。 

 ４点目は、地域担当職員制度を設立することに

ついて。 

 最後は、町内在住職員の町内会に加入している

率を教えていただきたい。 

 この５点であります。 

○議長（木下 敏） 環境生活課長。 

○環境生活課長（磯場嘉和） １点目の、町内会

管理の全てのごみステーションをなくし、町が

行っているごみ収集業務を世帯ごとに実施するこ

とについてですが、現在、管内でステーション方

式を採用しているのは、知内町、鹿部町、森町と

七飯町で、戸別収集方式を実施しているのは、松

前町、福島町、八雲町、長万部町です。戸別収集

方式とステーション方針を併用しているのは、函

館市、北斗市、木古内町となっています。 

 ステーション方式は、収集箇所をまとめること

によって、収集運搬車の台数や作業員数が最小の

経費で効率化できることから、各町内会の協力を

得て、これまで実施しているものです。現行の町

内会管理によるステーション方式を各世帯ごとの

戸別収集方式にした場合には、町内会に加入しな

い世帯がもっと増え、地域が分断に近い状況がさ

らに発生する可能性があると考えます。また、収

集路線が長くなることから、収集にかかる時間や

労力も増えます。経費の面でも、併用していると

ころでは、ステーション方式に比べて戸別収集方

式のほうが約１.３倍のコストがかかっていま

す。 

 以上のことから、町としては、現在、戸別収集

方式を採用することは考えておりません。 

 なお、ごみステーションまでのごみ出しが困難

な方には生活支援サポート事業を実施しておりま

すので、事務局である社会福祉協議会へ御相談い

ただければと思います。 

 人口減少などで過疎化が進めば、収集の方法な

ども検討しなければなりません。将来的な課題と

しては理解はしておりますが、当面は町内会の皆

様の協力を得ながらステーション方式を維持して

いきたいと考えておりますので、御理解ください

ますようお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 住民課長。 

○住民課長（清野真里） 私からは、２点目につ

いて答弁させていただきます。 

 ２点目の、外灯の電気料を全て町負担とするこ

とと、今後の灯具更新についてですが、平成１６

年度に外灯維持費の補助を５０％から６０％に引

き上げ、新設費では全てを助成しております。な

お、平成２８年度には、省エネ対策として、防犯

灯及び街路灯ＬＥＤ化事業を実施したことによ

り、外灯維持費が大幅に減少しております。ま

た、灯具更新につきましては、現在、防犯灯及び

街路灯ＬＥＤ化事業により、灯具が原因でＬＥＤ

防犯灯が故障した場合は、この事業で交換修理を

行い、外灯組合や町内会とともに維持管理をして

おり、事業終了後は無償譲渡され、外灯組合及び

町内会が管理することとなっております。町とい

たしましては、できるだけ支援できるように努力

しているところでございますので、現行の補助に

ついて御理解を願います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） ３点目から５点目

についてお答えいたします。 

 ３点目の、町内会活動の活性化に向けた町の取

り組みについてですが、町では現在、活力のある

まちづくり推進事業助成制度があり、自ら考え、

行動し、汗を流す町民の主体的まちづくり活動に

対して助成金を交付し、町民と行政との協働によ

る活力のあるまちづくりを推進しております。 

 対象事業は、営利を目的としない継続的な活動

を通じて、地域力の育成に貢献する公益的な事業

となっており、町内会の活動についても、この助

成制度で後押しさせていただいているところでご

ざいます。町広報紙５月号でもお知らせしてお

り、随時御相談の上、活用いただきたいというふ

うに考えてございます。 

 ４点目の、地域担当職員制度の設立についてで

すが、地域担当職員制度とは、地域課題の解決に

住民の意向を反映させ、職員の意識も住民本意に

転換させることを目的に、職員を各地域の担当者
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として配属し、職務として、住民とともに地域課

題の解決を図る制度で、昭和４３年に千葉県習志

野市が先駆けて実施してございます。道内におき

ましては、特に平成１８年ころから平成２０年こ

ろにかけまして、１９の自治体で導入が進み、い

ずれも町職員の職務と併任により実施しておりま

す。七飯町の導入については、職務として行うに

は人員や本来の職務との兼ね合いを考慮しますと

課題も多く、現在のところ導入の予定はございま

せん。 

 協働のまちづくりのためにも、町民と行政がそ

れぞれの役割と責任を持って協働し、地域社会に

おける課題解決を図るために、何が必要かを常日

ごろから念頭に置き、今後も執務を行ってまいり

ますので、御理解をお願いいたします。 

 ５点目の、町内在住の町職員の町内会加入率で

すが、町内会は任意団体であり、法的には強制加

入義務がなく、職員の加入調査を行っていないこ

とから、加入率はお答えできませんが、町内在住

町職員も一町民でございますので、ボランティア

活動に積極的に参加し、町内会活動を支えていく

ことが重要であるというふうに考えてございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） それでは、順次再質問をし

たいと思います。 

 ごみの問題は、非常にややこしくなってきてい

ます。私の所属している町内会では、ごみステー

ションにいろいろなごみがマナーを守らずに捨て

られている。この処分を町内会の役員がずっと繰

り返しやっているわけです。そういう姿を見てい

ると、なかなか役員交代のときに、率先して私が

やりたいという方が出てこない要因の一つになっ

ていると思います。町内会の方がマナーを守らず

に、色の違う袋、もしくは全く処置をしないまま

ごみステーションに入れていくということもあり

まして、一度警察に相談をしたのですが、警察は

ごみステーションの中であれば不法投棄と言えな

いので、あずかり知らない、手を出せないと。外

に捨ててあるのであれば、これは不法投棄という

ことで扱いますという説明を受けているのです

が、ごみステーションの中までは、それは皆さん

でやってくださいということなのですよ。でも何

年もこれが続いていまして、ほとほと困っている

と、そういう町内会が、うちだけなのか、ほかに

もあるのか、これはきちんと調べたわけではない

のですが、そこで、各世帯ごとにやってらっしゃ

るところも結構あると。費用のことをおっしゃい

ましたね。３割から、そのくらい高くなるという

ことで。ところが、併用式を行っている函館市

は、パッカー車１台、大体今、年間１,０００万

円ほどというふうに聞いています。これは詳しく

聞いたわけではないので、うちのようにパッカー

車、トラックだとかあると、当然、その金額も変

わってきますので、大雑把な数字でそのぐらいと

おっしゃっていました。だから、戸別収集をやっ

ているパッカー車が全部１,０００万円で済むか

どうか分かりませんけれども、うちの場合は幾ら

ぐらいになっているのか、これをまず再質問させ

ていただきます。 

 ちなみに、知内町のごみステーションにパッ

カー車が行く年間の経費は７００万円と担当の方

はおっしゃっていました。それから見ても、七飯

町が一体どの辺の金額なのかということをお聞き

したい。 

 それと、収集業務が相当大変になるというお答

えがありましたが、何か年が進むごとに、例えば

ペットボトルの中に１本だけ、例えばコーヒーが

こびりついたままのペットボトルがあると置いて

いくのです。よくもまあ見るなという感じで。全

体に汚いなら、これは誰が見ても持っていかない

のですけれども、私たち、自転車でたまにごみの

状況を見て歩くのですけれども、そのときには気

にならない。ところが、残したのをよく見ると、

確かに１本だけ洗浄していない、汚いのがあると

いうことで残している。こういうのは何か住民

サービスの観点からいってどうなのかなというこ

ともちょっとお聞きしたい。 

 それから、ごみステーションに入らない大型ご

み、これは町のほうに、支所なりそういうところ

に連絡をすると、５００円とか１,０００円とか

お金を払って、１世帯５点まで収集をしてくれる

ということを今やっていますよね。ところが、
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引っ越しだとかリフォームだとかで結構な数が出

た場合、大体引っ越し業者、もしくは家を解体す

る業者、こういった人たちにごみを持っている人

は預けるのですけれども、このごみを持っていけ

る業者さんというのは、七飯町の場合は指定業者

という決まりがあるのですか。これをちょっとお

聞きしたい。 

 １点目はそんなところです。 

 ２点目、外灯のことになりますけれども、確か

に電気料金はかなり安くなっていて、町会の負担

も今減っています。心配なのは、この灯具が１０

年間のリースということで始まっています。今、

私が所属している町内会では、電気料金を連合町

内会に納めています。連合町内会が町の補助金と

あわせて北電に払っているのですけれども、かな

り前から、そのお金の措置がおかしいという声が

あって、連合町内会の役員のほうできちんとした

説明が、結局、遡れないものですから、できない

まま続いてきているのですよね。それがもとで、

ある町内会が連合町内会から脱退をしました。今

後、そういう連合町内会に入っていない町会、こ

の人たちの電気代、それから、１０年間のリース

契約が済んで、灯具が壊れた場合、どこが直して

くれるのか。今は町が全部やってくれているので

すけれども、１０年契約が済んだ場合も町がやっ

てくれるのか、町がやらないので、連合町内会

で、今、電気料金が浮いた分を蓄えていっている

のですけれども、１０年後に備えて。ところが、

問題があると言っている人もいるやり方が、果た

して１０年後に向けてお金を連合町内会がためて

いくということがいいのかどうか、この辺、

ちょっと町の考え方をお聞きしたい。 

 ３点目、今、補助金を出す制度があるというこ

とで、これは前からやっていらっしゃることなの

ですけれども、これでどんどんどんどん、どんど

んという言い方は当たらないかもしれませんけれ

ども、町内会の役員の新陳代謝が進まない。そう

いう中で、やはり町のバックアップというのが、

お金を出す制度がありますよということだけで済

むのか。４点目の地域担当職員制度と、こういう

ものと併せて、もう少し町が町内会の活動に本腰

を入れると、こういうことに町の考えは向いてい

ないのかどうか、この４点、再質問、お願いしま

す。 

○議長（木下 敏） 環境生活課長。 

○環境生活課長（磯場嘉和） それでは、再質問

に対して答弁してまいりたいと思います。 

 町内会のほうで苦労して、マナーを守らない方

がいるということで御苦労されているということ

は十分承知しているところでございます。町のほ

うでも、袋の出し方が悪いとかと、シールを貼っ

て、何が悪いのかというところが分かるようにし

て、転入者とか、ルールが分からない人もやっぱ

り中にはいらっしゃいますので、そういう方には

分かるように、こういうところが駄目なのですよ

ということが分かるようにして置いていくと。そ

うすることにとよって何が駄目だったのかという

のが分かりますので、そういう形で、大分ステー

ションに置きっぱなしというのはかなり減ってい

る状況にあると思ってございます。 

 その中で、先ほど料金の経費の話が出ていまし

て、うちは１.３倍というのを出したのは、それ

ぞれの自治体の収集運搬の、このときは平成３１

年度の全体の予算を、平成３１年４月末現在の人

口で割りまして、それと１人当たりにかかってい

る経費というのが出ますので、そういう形で出し

たときに、大体併用しているところでうちよりも

１.３倍ぐらい多いという形の数字が出まして、

ほぼほぼ正しいのかなという感じで考えていま

す。 

 また、パッカー車について、ざっとですけれど

も、大体うちで１,２００万円ぐらい。これだけ

に関してということではなくて、いろいろな人件

費だとかそういうのも全部積みますので、そこそ

こで経費というのはなかなか出すのは難しいと思

うのですけれども、総体の予算を人口で割った形

を見ますと１.３倍という形で、当然、小まめに

回れば経費がかかりますので、戸別収集よりはス

テーション方式を町内会の皆さんと協力しながら

やっていきたいということで考えています。 

 また、ごみがちょっとでも入っていると置いて

いくと。やっぱり収集の方もプロですので、１個

だけというより、やっぱりそういう傾向にあるの

ですよね。確かに１個だけかもしれないのですけ
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れども、やっぱり混ざっているというのは、ぱっ

と見ればやっぱり分かりますので、その辺は、う

ちのほうでもこれからマナーを守ってくださいで

すとか、出し方をもう少し分かりやすく町民の方

に周知する、ホームページですとか広報を通じ

て、出し方についても詳しく説明してまいりたい

と思っています。 

 あと、引っ越しごみとかそういう関係ですけれ

ども、通常の大型、自転車ですとか、そういうの

は１個５００円とか、タンスとか、そういうのを

買換えのときに出すのは結構こういう大型の収集

ということで、月に１回やっていまして、毎月２

０日から月末まで受付しまして、翌月の第２週の

木曜日にそれを収集するような形でやっていま

す。引っ越しごみとなると、なかなかそういうタ

イミングで出せませんので、そこは業者さんを紹

介して、町のそういうのを受付している一般廃棄

物の処理業者がありますので、その業者さんの一

覧になったものを御紹介して、この中から近所の

ところを選んだり、見積もりをとるなりして、多

分、大型で出すよりは、引っ越しごみのほうが全

体でがさっと持っていってもらえるので、単価的

には安くなるのではないかなと思っています。

引っ越しごみとかそういう大きいときは、そうい

う業者さんと直にお客さんとやってもらうと。自

転車とか個別に出したいなというときには大型を

利用してもらう、そういう形で使い分けしてもら

えればと思っています。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 住民課長。 

○住民課長（清野真里） それでは、灯具の故障

に関しての更新等について答弁を先にさせていた

だきます。 

 この防犯灯及び街路灯のＬＥＤ化事業が始まる

前に、各外灯組合さんや町内会と協議をしまし

て、事業終了後は無償譲渡されるということで、

その後は各外灯組合及び町内会が管理することと

なってございます。この事業が終了するまでの期

間内、外灯組合だったり町内会の現状といいます

か状況も変わっている、１０年間も経過するもの

ですから、変わっている可能性もございます。そ

れを踏まえて、事業終了まで、令和８年１２月に

なりますけれども、各外灯組合や町内会と協議し

てまいりたいと考えておりますので、御理解のほ

どよろしくお願いします。 

 料金徴収に関しましては、各町内会の中で協力

しあい、維持していきたいと考えております。ま

た、町といたしましても、町内会などの理解を得

られるように取り組んでまいりたいと思いますの

で、御理解のほどよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） 私のほうから、３

点目、４点目についてお答えさせていただきたい

と思います。 

 まず３点目の、町内会の役員さん等のなり手不

足、担い手不足というところと、町内活動に関す

る部分の町の後押しといったところでの答弁をさ

せていただきたいと思いますが、確かに町内会の

方々からお話をお伺いをした際に、アパート等の

入居者の方々が町内会のほうにはなかなか入って

くれないのですよというような声は伺ってござい

ました。そういった点を踏まえまして、町といた

しましては、昨年、宅建協会さんと町内会連合会

さんと町と三者協定を締結いたしまして、アパー

トの入居の際に町内会の意義ですとかそういった

ものをお知らせする中で、町内会活動に参加して

くださいということで協力をいただいているとこ

ろでございます。残念ながら余り成果というとこ

ろはないですけれども、しっかりと宅建協会さん

の皆様方の御協力をいただきながら、町内会の意

義というものを広めてこれたのかなというふうに

思ってございます。 

 町からの補助の部分で言いますと、まちづくり

助成金というところで支援をさせてございます。

十分ではございませんが、地域の活動の一つ、後

押しということでさせていただいてございます。 

 そのほか、他の団体の、例えばコミュニティ助

成事業ですとか、補助メニューがございますの

で、そういったものを活用できるような形で町内

会さんのほうには情報提供させていただき、まち

づくりのために有効活用していただけるというよ

うなことで進めていきたいといふうに思ってござ

います。 
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 また、４点目の地域担当職員の関係でございま

すけれども、他の事例を見ますと、実際のところ

は住民だけでは担いきれなくなった地域活動と

いった部分を、地域担当職員に依存してしまっ

て、実際は地域と行政の役割分担というものが破

綻してしまったというような現状もあるまちもあ

るようでございます。拙速に導入というのはなか

なか難しいというところで考えてございますの

で、御理解のほどよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） それでは、再々質問させて

いただきます。 

 ごみの収集でありますけれども、パッカー車の

年間の契約金、これは詳細な検討が必要かなと思

います。大分前に、今のような制度に移行したと

きにも、民生文教常任委員会か何かであちこちの

自治体の経費を資料として我々に配りましたね。

その見比べをした時点でも、七飯町の経費という

のは高かったのです。それが恐らくずっと続いて

いると思うので、それはきちんと詳細を見比べな

いと分からない話なのですが、ぜひ何かの機会

に、七飯町で仕事をしている業者さんが、本当に

戸別収集をしても今の金額でできないものなのか

どうか、これはちゃんとチェックしてみたほうが

いいと思います。ちなみに、函館市の１,０００

万円くらいのところは、全部が全部ではないです

けれども、間に合っていると。これはいろいろな

ところから、市民側から、経費の割には中身がと

いう話があって、徐々に下がってきているという

ふうに担当者が説明していました。一番最初から

見れば、パッカー車の請負金額というのは下がっ

てきているそうです、何百万円か。その辺のこと

がありますので、ぜひ見直しの機会を設けていた

だきたい。 

 それから、引っ越し等の荷物、引っ越しなどで

出る廃棄物、七飯町の処分場に持っていく業者、

これはまちの人が誰か一般収集業務の許可を持っ

ている、いわゆるマニフェストを扱える業者に頼

んだら捨てられるのですか。これを私のところに

言ってきた人は、七飯町の指定業者でないと駄目

だというふうに言われたということで、今回、こ

の質問をしていますけれども、ちょっとその確認

をお願いしたいと思います。結局、普段、収集業

務をやっている業者さんに５００円とか１,００

０円のシールを買って、持っていってくれと頼ん

だら、運搬費用が別に請求が来ると。月に１回の

収集は、七飯の役場の車が来て持っていってくれ

るのですよね、基本は。違うのですか。とにかく

その方は、七飯町の指定の業者に頼んだら、えら

い高かったということを言っていますので、

ちょっとその辺の事実関係、もうちょっと詳しく

説明をお願いしたいと思います。 

 町内会のほうでごみの収集というのは、あくま

でもごみステーションを町内会が持っているもの

ですから、ずっと続けていかなければいけない

と。例えばトラクターなどが何かの拍子に壊し

て、それも町内会の予算で直したりしていて、そ

れから、ごみも、課長の説明はあくまでも性善説

なのですよ。通りすがりの人が入れているものな

のか、夜中、知らないうちに入れていっているも

のなのか、まあひどいものです。服だ、家具だ、

子供のおむつだ、そういうものを一旦全部我々が

下げるのですよ。誰かの家のところで分けて、そ

れでそのときに出さないとステーションに入らな

いのですよ、例えば青ごみを出そうと思っても、

日曜日の夜にどっかり捨てられるものですから、

青ごみを外に置いておくとカラスにつつかれてひ

どい目に遭う。この実態をもう少し理解していた

だいて、対応を検討願えないかなということで

す。 

 それから、２点目の、灯具の話ですけれども、

町内会がやるのですね、１０年たったら。という

ことは、その１０年後に備えて、今、電気料金の

浮いた分を蓄えておくということですよね。備え

ておくということです。だから、それを今は連合

町内会がやっているはずなのですよ。各町内会で

やっているところもあるかもしれませんけれど

も、全部調べていませんから分かりませんけれど

も、それがいいのかどうかなのです、お聞きした

いのは。連合町内会から電気料金のことでもめて

脱退をした町内会があります。大中山地区で。か

なり大きい町内会です。こんなところにこんな大

事なお金を預けておかれないという趣旨のことを
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おっしゃっていました。だから、もし灯具を買い

かえるためのお金をためるのであれば、町がちゃ

んと預かるとか、一番いいのは町が全部持ってく

れればいいのですけれども、そこのところが今、

結構もめていることなので、連合町内会に任せ

る、あるいは町内会に任せるということが、１０

年後、まだ６年ぐらいあるのですか、それまでに

きちんと検討なさったほうがいいのではないかな

と思います。 

 ４点目で質問しました地域担当職員制度、これ

が破綻した例を課長は説明されましたけれども、

これはやっぱり運営の仕方だと思います。町職員

の方が全部仕切ってやってしまえば、やってくれ

るのだなということで、町内会のほうはだんだん

手伝わなくなるので、それは破綻するかもしれま

せん。町内会というのは、基本的に親睦を目的と

しているところが大きいですから、その中で町会

費を集めるというお金の問題が出てくる。そのお

金はごみステーションであり、外灯の料金だとい

うことで理解を得た上で徴収をしているのですけ

れども、なかなかそれを理解してくれない人たち

がいて、町内会費も集めづらいと。 

 例えば職員の方が、私は七飯町の職員なのです

と。それで、こちらに越して来られたので、ぜひ

皆さんと同じようにある程度のお金を負担して、

町内会活動を御理解いただけないでしょうかと職

員の方が言ってくれると、町内会の役員が行くよ

りは少しはいいのかなと。窓口で引っ越してこら

れた方に説明し、紙を渡すというのをやっている

のは知っています。でもほとんど無視ですよ。別

に罰金をとられるわけでも何でもない。何年もも

う通っていますよ、私たち、入ってくれと。とこ

ろが、入ってくれない。そうすると、そういう例

がだんだん増えてくるのです。あの人も入ってい

ない、この人も入っていない。俺もやめるわと。

だから、そういう面で町内会活動を下支えするた

めに、町の職員の力を借りれないかということで

質問いたしましたので、もう一度答弁をお願いし

たいと思います。 

○議長（木下 敏） 環境生活課長。 

○環境生活課長（磯場嘉和） それでは、再質問

に対して答弁してまいりたいと思います。 

 まず、大型粗大ごみの話ですけれども、考え方

として、まず一般の燃えないごみとか燃えるごみ

とか、そういうごみは町のほうで無料で回収して

捨てると。大型粗大ごみも大型ごみも同じ考えで

す。たまたま大きくてステーションに入らないと

いうことなので、処分は町のほうで負担する。た

だ、運搬費、さっきの５００円とか１,０００円

とかと言っているのは、業者さんが運ぶ手間があ

るので、積んだりとか、その実費ということで、

自転車１台５００円いただきますよと、それは直

接業者さんがもらうと。処分費については無料で

す。それが大型粗大ごみの考えです。 

 さっきの引っ越しの関係だとか、そうなると、

お客さんの都合になってしまう、３月の末で引っ

越すだとか、そういう形になってしまうので、町

内の一般廃棄物処理業者をうちのほうで紹介、登

録していますので、そういう方々を紹介してあげ

て、好きなところに電話して、見積りをとるな

り、業者によっていろいろ値段も違うでしょうか

ら、そういうので一括して処分してもらったりだ

とか、そういうのをしてくださいというような御

案内をしているところです。引っ越しのごみと大

型粗大ごみとは分けて考えていただいたほうがよ

ろしいかと思います。 

 それから、ごみステーション、汚れているとい

うところも中にはあるかと思います。大分本当に

私も町内を見ますけれども、そんなにそんなに、

今、出し方、やっぱり皆さん、マナーを守ってい

らっしゃいますので、非常に出し方はいいと思っ

ています。また、町でも、週３回ですけれども、

町の臨時職員が見回りで、週３回、月、水、金で

見回っていますので、不法投棄中心ですけれど

も、ごみステーションのところも、ごみがずっと

出しっぱなしになっているよとかという話があれ

ば、うちのほうでチェックしにいったりだとか、

そういうのもしていますので、大分マナーのほう

は守られていると思ってございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 民生部長。 

○民生部長（杉原 太） ごみの部分では、一般

廃棄物の捨てる部分に関しては、七飯町が許可し

た業者ということで、町が回収しているごみ以外
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の大きなもの、例えば引っ越しのまとまったごみ

だとかは、七飯町の一般廃棄物の収集運搬を許可

した事業者さんを担当のほうでお知らせして、そ

ちらの業者が何社かありますから、そちらの業者

と相談して、見積りなどとるなどして、運搬費用

というか、そういうものの有利なほうを選んで捨

てていただくという、今そういう事業になってお

ります。 

 車の、先ほど函館市の委託料と七飯町のと言い

ましたけれども、一概に函館市の場合は運転手さ

ん１人と作業員２人なのですよ。３名乗車でパッ

カー車を運行しています。大体車の償却のお金は

５年、６年で償却費が決まっていると思うのです

けれども、人件費の差が出るのですよね。七飯町

はステーション型の収集をしていますので、２名

で、運転手さんと作業員ということで、２名乗車

ですから、明らかに１名分の人件費がないという

部分では、先ほど言ったように、３分の２程度、

人件費でいくと１人分浮いているという計算にな

りますので、先ほど１,０００万円ぐらいで函館

市は委託しているというお話でしたけれども、実

際は、多分、七飯町が１,２００万円だとする

と、１,５００万円前後だというふうに思います

ので、その辺については御理解いただきたいとい

うふうに思います。 

 また、続きまして、外灯のほうの部分ですけれ

ども、外灯のほうの費用、大中山地区だけが、大

中山町内会連合会が一括して各地域をまとめてい

ます。それ以外は、本町とか大沼とかは、それぞ

れが町内会、あるいは外灯組合という中で個別に

やっているという状況です。たまたま外灯の維持

費の助成金の過去の実績でいきますと、ＬＥＤに

切り替える前の外灯維持費助成金、平成２８年度

の決算では１,３４７万４,６６４円、町内会にお

支払いしています。平成３０年度のこの助成金で

すけれども、６７４万２,６６２円ということ

で、明らかに半額、この部分が予算の節減効果が

あったかなと思います。 

 各町内会、あるいは外灯組合さんのほうでは、

確かに町のほうとしては、令和８年以降、リース

が終了して、それはそれぞれの地域に管理を今の

ところお願いしたいということでお話をしている

ことでございまして、その外灯費といいますか、

各個人からいただいた外灯代というか、町内会費

だとか外灯代は外灯代でもらっているところもあ

ると思うのですけれども、その金額については、

値上げとかしないで、下がった分で、今現在、多

分、据え置きでずっときているということで、そ

の切りかえにあわせて、ちょっとその部分を備蓄

しているということで、大中山連合町内会さんの

ほうでの話によると、１町内会さん、脱退された

ところは、この月々の外灯料、それぞれ払う分

を、何とか割り引きできないか、安くできないか

というようなことで、その地域でちょっと議論さ

れたということで、七飯町全体というふうに見た

場合に、こういう電気料だとか、節減効果だと

か、そういう部分も踏まえて、今後も七飯町の町

内会連合会のほうだとか、各地区の大中山とか大

沼とか、そういう地区の町内会の皆さんとも今後

も協議を続けていって、お互いにいい方向に向か

うようにお話し合いをしていきたいと考えており

ますので、御理解いただきたいというふうに思い

ます。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） それでは、町内会

の加入促進という部分、また、町のそれに対する

町職員の関わり方等についての御質問だったかと

思います。 

 町内会の加入につきましては、私も実は昨年、

町内会の会員さんの勧誘だとかという部分、町内

会の一町民として勧誘させていただきました。や

はりアパートにお住まいの方などは、日中、お仕

事だとかをされて、なかなか会えなくて、なかな

かお話をする機会がとれないというところで、ど

うしても加入までつながらなかったというのがご

ざいましたけれども、土、日なども出て、加入の

促進、顔をあわせて、何とか町内会のほうの活動

を御理解くださいということで加入促進をさせて

いただいたところです。若い方が入らない理由と

しましては、恐らくなのですが、なかなか日中の

お仕事だとか、入りたい意思はあるのですけれど

も、お金をお支払いするだとか、そういったタイ

ミングが合わないというようなのが現状なのかな
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というふうにも思います。そういった部分も何と

か解消できるような、加入の手続ができるような

方策なども、ちょっと先進事例なども見据えなが

ら紹介できればなというふうに思います。 

 また、町の職員の関わり合い方なのですけれど

も、先ほど示した課題というのは、１点だけの課

題でございました。ほかには、例えば職員が町内

会業務をやることによって、町の職員の仕事との

線引きが難しいというような課題もございます。

そういったところで、人事評価なり、時間外手当

等の判別が難しいというところもあって、そう

いった課題も見受けられます。七飯町といたしま

しては、基本的には町の職員がボランティアとい

う形の中での町内会活動に参加するということで

考えておりますので、町内会の関わり方としては

積極的に町内会活動に参加していくということで

考えてございますので、御理解願います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） ３問ありますので、余りこ

ればかりもやれないのですけれども、町長、今、

ごみステーションの状況というのは、私が説明し

たので、聞いてもらったと思うのですけれども、

うちの町内会だけではないと思うのです。それ

と、だんだん悪くなってきているというのは、全

体的に何人かの町会長さんに聞いたら、そういう

声は増えてきています。うちは確かに通りすがれ

る町内会、ごみステーションが多いものですか

ら、いろいろな形で捨てられる。この対応で苦慮

しているというのは実際にあります。ありますの

で今回質問していますので、本当に大変なのです

よ、毎回毎回やっていますから。だから、町内会

でカギをかけて、町内会の会員だけにキーを配っ

てやろうかという話も、もう３年前からしている

のですよ。そうすると、町内会に入っていない人

はそこに捨てられないだろうと。でも、仮にそれ

をやって、周りにどんどんどんどん置かれてし

まったら、その始末がまた困るなということで、

任意でずっと続けているのですけれども、何とか

高齢者がごみステーションまで来るのも大変だと

いうこともありますし、ごみステーションの管理

自体も町内会の仕事としては大変だという事実が

ありますので、町長、この先、どんなふうな、何

かいいアイデアだとかもしお持ちでしたら、移動

町長室とか、そういう場で発言をしていただきた

いなということがまず１点あります。 

 それから、地域担当職員制度という堅苦しい名

前ですけれども、例えば文書を打ったりとかお金

を計算したりする業務を役場の職員の方が手伝っ

てくれるとか、それは関わり方でそんなにややこ

しくない、町内会と対等までいかなくても、ある

程度サポートできるということを町長のほうから

職員のほうに助言していただいて、なるべく手

伝ってあげなさいというようなことがあると、ス

ムーズにいく面も出るのかなと思うのですけれど

も、この辺、ちょっと最後に町長の意見を聞かせ

ていただきたいなと思います。 

○議長（木下 敏） 町長。 

○町長（中宮安一） 最初にごみの関係ですけれ

ども、カギをかけて周りに捨てられるとかという

のが心配で、それはいかがなものかという今お話

がありましたけれども、実際に私の町内会でも、

そういう問題、ちょうどいろいろな人が通るとこ

ろなものですから、随分投げられて困ったという

のがありました。そのときは、やはり鍵をかけま

した。そして、みんなに合い鍵を渡すのではなく

て、朝の７時になったら開けますということで役

員の人が、担当の人があけてくれるという、そう

いうシステムで何年かやって、今はもう鍵をかけ

ていません。違うところに鍵がついていますけれ

ども、それは全く施錠の役目を果たしていないの

で、そういうことも私は大事なのかなと思いま

す。 

 そして、それに今度、周りにもし捨てられたら

という御心配をしていましたけれども、それは不

法投棄に該当してきますよね。先ほど最初に言っ

ていました、ごみ箱の中に入れたものは不法投棄

とは言えないのでという警察の見解があったとお

聞きしていますので、それが周りに捨てられる

と、今度は不法投棄だということで、これはまた

もしかしたら警察のお力もお借りできるのかなと

いう気がしますので、いろいろ試行錯誤、そうい

う他の町内会でも随分いろいろなことをやりなが

ら、工夫しながらやっているというふうに思いま
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すので、ぜひそういったところの御意見もお聞き

しながら研究してみてはいかがなのかなというふ

うに思います。 

 それと、職員の配置の関係ですけれども、私は

職員のほうに、ちょっと加入率の関係を調べてい

なくてということで、パーセンテージを出してい

ませんけれども、かなり加入しているのかなとい

う気がしています。そして、私が職員に言ってい

るのは、ぜひ町内会の役員をやってくださいとい

うことを言っております。私自身も一般職のとき

には自治会の、冬トピア団地でありましたので、

自治会でした、町内会でなくて、当時は。そこで

の会長もやりましたし、今住んでいるところの会

長も一般職のときにはやっております。そしてそ

れは、その地域のニーズを拾うには、町内会の役

員をやっていると、非常にそのニーズを拾えるの

です。 

 私は今、町長になって、いろいろなところで、

先ほど出ました出前町長室を初め、いろいろな会

合に出ますので、そこでニーズというのを拾って

これます。ですから、私の拾ってきたニーズと、

職員の皆さんが町内会の役員を通じて拾ったニー

ズとつき合わせをしながらやっていきましょうと

いうことを強く言っております。最近は役員を

やっている方もいらっしゃいますし、ついこの

前、退職された方も、会長職をやっていた方も、

私は２人存じております。それから、現職のとき

にはやらなかったのですけれども、退職してから

町内会の役員をやっていらっしゃるという、それ

は敬老会とか行くと、しっかりそういう役目を果

たしているということで、ちょっと職員の配置に

ついては、今現在のところ考えていませんけれど

も、ぜひ職員がニーズを拾ってくる、そしてそれ

を私と一緒につき合わせをしながら、こんな話が

ありました、こうでしたということをしっかり

やっていきたいなものだなというふうに思ってお

ります。 

 それから、確かに七飯町、私が住んでいるとこ

ろもそうですけれども、坂まちですね。ですから

高齢者の方がなかなか、特に冬場、滑って、ス

テーションまで行くのが大変だというのがありま

すけれども、１問目でお答えしているとおり、社

会福祉協議会のほうで地域サポート事業というこ

とをやっておりますので、ぜひそちらの御活用を

しながら、これも一遍に済む話ではないと思いま

すけれども、いろいろ試行錯誤しながら、ぜひ議

員のほうも、私どものほうと一緒につき合わせを

しながら、よりよい方向を目指してやっていきた

いというふうに考えますので、御理解を賜りたい

と存じます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） １問目を終わります。 

○議長（木下 敏） それでは、暫時休憩いたし

ます。 

午前１０時５７分 休憩 

───────────── 

午前１１時１０分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

 一般質問を続けます。 

 平松議員の２問目の質問より入ります。 

 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） 大網２問、七飯町公共施設

等総合管理計画についての質問であります。 

 平成２８年から３７年までの１０年間を計画期

間として作成された七飯町公共施設等総合管理計

画の中で、公共施設全体の将来更新費用の算出

を、金額試算ソフトを使用して、今後２０年間、

このまま公共施設及びインフラ資産等を全て保有

し続けた場合の必要コストを試算したところ、２

０年間で３６４億円、年平均１８億円となり、こ

れまでにかけた投資的経費の更新経費の年平均と

して約３倍になります。上水道の更新費用は今後

２０年間で約７０億円、年平均約３.５億円とな

り、これまでにかけた投資的経費の更新費用の年

平均と比較して２.６倍になりますという記述が

あります。 

 これはあくまで試算なのかもしれませんが、現

在進行中の町営住宅長寿命化改修工事や、築後約

４０年を迎える施設が、例えば大中山中学校やこ

の役場庁舎、こういったもの、今後、対象物件が

目白押しの状況であります。この計画書では具体

的な対応策がほとんど記載されておらず、今後は
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国からの交付金や税収の減収が予想される財政状

況で、どのように対処していくのか、伺いたいと

思います。 

 ４点あります。 

 １点目、この総合管理計画に沿って現在まで行

われた事例について。 

 ２点目、現在着工予定となっている案件につい

て。 

 ３点目、今後の対応予定物件やインフラ資産等

への具体的な対策について。 

 最後、４点目は、インフラ資産等や建物の長寿

命化計画と、この総合管理計画の兼ね合いについ

てお尋ねをいたします。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは、御答弁

してまいります。 

 １点目の、この総合管理計画に沿って現在まで

に行われた事例についてでございます。 

 まず、七飯町公共施設等総合管理計画の策定の

経過から申し上げます。 

 この計画の策定の背景としては、平成２５年６

月１４日に閣議決定された経済財政運営と改革の

基本方針、デフレ経済再生において、インフラの

老朽化が早急に進展する中、新しくつくることか

ら賢く使うことへの重点化が課題であるとされ、

同日に閣議決定された日本再興戦略においても、

国、自治体レベルの全分野にわたるインフラ長寿

命化計画及び個別施設ごとの長寿命化計画の策定

に取り組むべき旨の総務大臣から通知があったこ

とから、平成２８年から平成３７年度までの１０

年間を計画期間として、施設の維持管理、修繕、

更新等のトータルコストの縮減や平準化を図るこ

とを目的として、平成２８年３月に策定されてお

ります。 

 また、平成３０年２月２７日付総務省からの通

知では、今後は、総合管理計画等に基づき、個別

施設ごとの長寿命化計画、これは個別施設計画と

言いますが、これを策定するとともに、公共施設

等の総合的適正管理の取り組みを進めていくこと

が重要とされております。 

 御質問にございます、計画策定後の現在までに

行われた事例としましては、国の社会資本整備総

合交付金事業として、それぞれ長寿命化計画を策

定し、橋梁長寿命化改良工事、公園施設改良更新

事業、公営住宅長寿命化改修事業等を行ってきた

ところでございます。 

 ２点目の、現在着工予定となっている案件、３

点目の今後の対応予定物件やインフラ資産等への

具体的な対策については、あわせて御答弁いたし

ます。 

 今年度においては、社会資本整備総合交付金事

業として、冬トピア団地、町道、橋梁等の長寿命

化改修、大沼下水道浄化センター設備更新を進め

てまいります。また、個別施設計画の策定によ

り、火葬場設備更新工事、廃棄物処理施設改修事

業、体育施設改修工事を行う予定でございます。

これらについては補助事業ではございませんが、

公共施設等適正管理推進事業債として、充当率９

０％、財政力に応じて３０から５０％の交付税措

置となり、七飯町は５０％の措置がございます。

そのため、町としても財政的に町単独費を少しで

も縮減するよう、各施設担当とは、個別施設計画

を策定し、計画を進めるよう協議をしてきたとこ

ろでございます。 

 今後においても、社会資本整備総合交付金な

ど、国などの補助、交付金がある事業メニューに

ついては積極的に活用し、また、補助がない施設

改修については、個別施設計画による起債事業に

より進めてまいります。 

 ４点目の、インフラ資産等や建物の長寿命化計

画との総合管理計画の兼ね合いについてでござい

ます。町の総合管理計画、また、長寿命化計画、

個別施設計画は、国の社会資本整備総合交付金事

業、町が起債事業として行う場合、必須の計画と

なっておりますので、今後も国の補助、交付金事

業及び起債事業として、これらの計画をもとに事

業を進めていくことになりますので、御理解をお

願いいたします。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） では、再質問を行います。 

 国のほうで平成２５年からこういった長寿命化

に関する基本計画というのを地方自治体につくり

なさいということで、当町もつくってやっている

ということなのですけれども、七飯町公共施設等
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総合管理計画、これはどういった位置づけになる

のかということを先にお聞きをしたいのです。こ

れは質問しますと、教育のほうも入ります。学校

施設も入りますので、ちょっとそのまま質問させ

ていただきますので、お願いしたいと思います。

基本的には、予防的な修繕をきちんとすると。そ

して、ライフサイクルコスト、要するに今までは

５０年なら５０年という期間を、できるだけコス

トを少なくしてやっていくということをきちんと

見直すということをうたっているのですね、七飯

町でつくった総合管理計画。 

 最初の質問文で読み上げた試算をするための条

件なのですけれども、それは、例えば公共施設で

あれば、つくってから３０年後に大規模改修を行

う、そして６０年後には建て替えるという前提で

試算をしたというふうにこれでは書いています。

そして、長寿命化に関する項目というのがわずか

４行あるのですが、行政サービス需要の変化にも

対応していくことを前提としつつ、集中的な大規

模改修や更新等による大きな財政負担は、今後の

厳しい財政状況下では非常に困難なこととなりま

す。そのため、点検、診断や予防的な修繕を実施

することで、施設等のライフサイクルコストの低

減及び平準化を図りますという、この文面だけが

長寿命化の説明文として書かれた計画書でありま

す。 

 そこでお聞きしたいのは、質問文で最初に書き

ましたけれども、どんどんどんどん古い施設、こ

の役場も含めて、三十何年、文化センター、次か

ら次と、３０年は超えています。総合管理計画に

のっとってやるとすれば、大規模改修という言葉

が当たるのかな、予防的な修繕と言ったほうがい

いのかな、やっていなければ駄目な時期に入って

いるのですよね。こういったものが何も出されな

いまま、冬トピア、そういうところでは確かに進

んでいます。町営住宅は幾らかやっていますけれ

ども、率的に一番多いのは学校施設なのですよ

ね。この総合計画の中の資料といいますか、分析

の中で、一番面積的に広いのは学校教育関係の施

設、その次が公共施設なのです。３０％近いもの

が学校施設で、２６％ぐらいが公共施設というふ

うに分析というか、集計してありました。という

ことは、臨時議会などでも聞きましたけれども、

学校にもきちんとした長寿命化計画というものを

つくった上で、大規模改修、予防的な修繕、こう

いったものをきちんとやっていくということが計

画として現れていなければいけないのではない

か。 

 それから、ライフサイクルのコスト低減という

ことも毎回いろいろな形で出てきていますけれど

も、何回も言って怒られるかもしれませんけれど

も、大中山小学校は建て替えて、今まで８００万

円くらいの水道光熱費が１,０００万円増えてい

る。だから、そういうとこの計画の趣旨に合って

いないものが現実としてできているし、作ってし

まったものはしようがないといくのか、とにかく

新しく建て直すという計画の前に、３０年、６０

年、できるだけ低コストで長く使えるようなもの

の計画案というのをつくらなければ駄目なのでは

ないのかなと思っていますけれども、この点につ

いての答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは、私のほ

うから、トータル的な話になるかもしれませんけ

れども、まず、公共施設等総合管理計画の位置づ

けということがございましたので、私のほうから

答弁させていただきます。 

 先ほども１問目の答弁で触れておりますけれど

も、この総合管理計画は、七飯町の施設の総合的

な計画となってございます。計画の中では、１個

１個の個別計画については触れてございません。

それは総合管理計画に基づいて個別の施設につい

て計画を作っていくということになりますので、

そういうことになります。総合管理計画の中で

は、１個１個の施設の状況等を調査をして、金額

を出してございません。簡便的に、この施設であ

れば、トータルの耐用年数が何年で、それを長寿

命化するために、３０年の際に大規模修繕、６０

年後に改築する際に、国から示された平米当たり

の単価がございますので、それを乗せたときに、

その上で計算したときに、２０年間で３６４億円

という数字となっているところでございます。 

 今後、七飯町役場庁舎においても、昭和５９年

に建ったものになってございますので、総合管理
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計画に基づいた個別の計画をつくりながら、長寿

命化ということで、大規模修繕ということを見据

えていかなければならないということで考えてお

ります。 

 ただ、いろいろな施設、当然、古くなったもの

から老朽化が著しくなっていくということから、

そこら辺の各施設とのバランスということもあり

ますけれども、まずは計画を作って、国の補助

金、交付金があるものについては、それを最大限

生かしていくということで、それがないものであ

れば、交付金等がなければ起債事業によって町の

単独費を少なくしていく、圧縮していくというよ

うな流れで、今検討をしているところでございま

すので、御理解をお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） これは１月の新聞の切り抜

きなのですけれども、函館市は、学校の施設です

けれども、使用年数を８０年を目指すという計画

をもう立てました。これは、今まではやはりうち

と同じで６０年という前提を２０年延ばすという

ふうにしたのですね。ホームページにも出ていま

した。うちの試算は、あくまでも６０年後に建て

替えをするという試算というのがこの総合計画に

なっています。ちなみに、道路であれば１５年ご

とに打ち替えるだとか、橋梁も６０年で架け替え

るだとか、上水道は４０年で更新、下水道は５０

年で更新、公園に関しては３０年で更新という前

提で考えているという計画だということなのです

けれども、実際にこんな年数でどんどんどんどん

更新はできないと思います。 

 そこで、早めに、今、これから考えたいという

ような趣旨のことをおっしゃいましたので、これ

以上のことは言えないと思いますけれども、日本

建築学会、この中で、建築物の耐久計画に関する

考え方というのが出ています。これによります

と、普通の品質のコンクリート造りの場合、計画

的な保全を行うことで、耐用年数を８０年程度に

延ばすことができると、日本建築学会で。これは

あくまでもちゃんと手入れをするという前提で

す。ということをもとに、函館市は学校施設はこ

れから８０年使うという計画を立てました。七飯

町の施設の３分の１は学校施設だと。これも早め

に８０年、鉄筋コンクリートであれば、もう鉄筋

コンクリートですよね、全部。こういうふうに

持っていくための調査なり計画を早急に立てる必

要があるのではないかなと思いますけれども、教

育長はこの辺、どういうふうに考えていらっしゃ

るのか。 

 それから、今の課長の説明で、これからやって

いくと言ってしまったので、これ以上は聞けない

のですけれども、建築学会だとか、そういうもの

の資料というのはきちんと前提に置かれてやって

いけると思うのですけれども、その辺、もう一度

再答弁お願いします。 

○議長（木下 敏） 教育次長。 

○教育次長（扇田 誠） それでは、答弁してま

いります。 

 学校の施設につきましては、七飯町の学校施設

の長寿命化計画というのを教育委員会のほうで平

成元年１２月に策定してございます。すみませ

ん、令和元年です。申し訳ございません。 

 その中で、先ほど言われていました校舎につき

ましては８０年を目標に、体育館は６０年、そう

いうような計画で策定してございます。 

 また、さっき言われましたライフサイクルコス

トの大中山小の部分につきましては、あそこは面

積自体も多くなっていますし、体育館の暖房も電

気等を使っていますので、増えているということ

でございますけれども、ライフサイクルコストに

つきましては、なるべく節約をしまして、圧縮を

していきたいというふうに考えてございます。 

 教育委員会からは以上でございます。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは、私のほ

うからも、総合管理計画をつくった担当課という

ことから御答弁申し上げます。 

 まず、学校も今、答弁ございましたけれども、

トータル的に七飯町の公共施設、古いものから結

構昭和時代の建物がまだまだございますので、そ

こら辺につきましては、施設のあり方を十分検討

いたしまして、今後も当然、行政施設として残し

ていくべき施設であれば、今後の修繕費をトータ

ル的にどう縮減していくか、長く使っていくかと
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いうのが、当然、総合管理計画の肝でございます

から、その計画に沿った中で、個別の施設につい

て、どこをどういうふうに直していくかというこ

とで、個別の計画をつくっていくということで考

えてございます。その内容について、計画に載っ

た内容について整備をしていく、修繕をしていく

ということでございます。 

 先ほども申しましたけれども、七飯町の総体の

予算というか、財政的にも大変厳しい状況の中に

入ってきたところでございますけれども、その中

で、最大限やっていけるところはやっていきたい

ということで、各事業の見極めもございますが、

そういうことで、今後も、先ほど議員から教えて

いただきましたコンクリートの関係とかも、今

後、個別計画をつくる際には十分研究させていた

だきながら進めてまいりたいと思ってございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） ２問目を終わります。 

○議長（木下 敏） それでは、管理職の交代を

いたしますために、暫時休憩いたします。 

午前１１時３０分 休憩 

───────────── 

午前１１時３０分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

 一般質問を続けます。 

 平松議員の３問目の質問より入ります。 

 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） ３問目に入ります。 

 七飯町防災行政無線整備事業についての質問で

あります。 

 現在、世界的に感染拡大した新型コロナウイル

スによる肺炎は、国民にとって大変な心配事であ

ります。このことによる戦後最大級の経済的不況

対策が、国を初め都道府県や各自治体で積極的に

実施され、我がまちでも進行中であります。 

 このような想定されなかった事態に対処しなが

ら、今回、総事業費８億３,０００万円を超える

七飯町防災行政無線整備事業が進められておりま

すが、この事業は、大沼地区の防災行政無線で使

用している、現在アナログ方式なのですが、これ

が令和４年１１月で使用終了となることを主な理

由として、第１回定例会に提案され、可決された

ものであります。 

 しかし、実施に当たっては慎重な調査、検討を

行った上で行うべきとの意見が幾つか出されてお

りました。 

 昨今の国内情勢を鑑み、次の点について伺いま

す。 

 ４点あります。 

 １、巨額事業を実施する必要性について。 

 ２、実施計画内容は現状とどのような相違点が

あるのか。 

 ３、この設備を利用して行える町民サービスの

内容と自主防災組織との兼ね合いについて。 

 ４点目は、工事費用、ランニングコスト、ライ

フサイクルコストの説明についてであります。 

 お願いします。 

○議長（木下 敏） 情報防災課長。 

○情報防災課長（若山みつる） それでは、３問

目の七飯町防災行政無線整備事業について答弁し

てまいります。 

 初めに、１点目の巨額事業を実施する必要につ

いてでございます。 

 本事業は、御質問の趣旨にもありますように、

現在、駒ヶ岳火山噴火災害の対応として、大沼地

区に整備している防災行政無線のアナログ方式の

通信が使用を終了することから、デジタル化の移

行に伴いまして、昨今、甚大化いたします自然災

害を考慮し、全町的な整備を行うこととして事業

を進めております。 

 防災行政無線は、御存じのとおり、災害時の情

報伝達手段として重要な設備であり、いつ起こる

か分からない災害に備え、住民の生命を守るため

に、できるだけ早く整備をしていく必要があると

考えております。 

 また、緊急防災減災対策債といいます交付税算

入が７割という有利な起債が使える期限も令和２

年度までとなっていることから、新型コロナウイ

ルスの感染が完全におさまっていない状況です

が、計画どおり事業を進めていく必要があること

を御理解ください。 
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 ２点目の、実施計画内容と現状とどのような相

違点があるかについてでございます。 

 現状の防災行政無線との相違点は大きく次の３

点となります。 

 まず１点目ですが、戸別受信機が異なります。

現状は屋外アンテナが必要な壁掛けの受信機です

が、更新後はラジオタイプで、居間から寝室な

ど、室内で持ち歩ける、また、屋外にも持ち出せ

るタイプとなります。 

 また、戸別受信機と役場とが双方向で通信でき

ることとなりまして、戸別受信機の状態が役場か

ら分かるということも大きな相違点となります。 

 二つ目に、電波の方式について大きな相違点と

なります。 

 現状では、町が自営する電波局で運営しており

ますが、更新後は公衆回線を利用することになり

ます。対災害性のほか、設置や運用費などを比較

しても、現状と同等かそれ以上であると評価して

おります。 

 今回、七飯町では携帯電話網を利用した整備と

なりますが、他自治体でもポケベルの電波等を

使った民間が運営します公衆回線を利用した防災

行政無線の導入は増加傾向にあると思います。 

 最後に、戸別受信機までの電波を伝える方式が

異なります。 

 現在は、防災行政無線での用途が限定された電

波で戸別受信機へ情報を伝達しておりますが、更

新後はＬＰＷＡという汎用性のある電波で戸別受

信機への情報伝達を行います。このＬＰＷＡとい

う電波網を町内に張りめぐらせることで、町独自

のネットワークが形成されまして、近年のＩｏｔ

社会の基盤となる将来性を期待できるシステムと

なります。 

 ３点目の、この設備を利用して行える町民サー

ビスの内容と自主防災組織の兼ね合いについてで

ございます。 

 防災行政無線が整備されることにより行える町

民サービスの内容についてですが、まず、今回の

整備更新いたします防災行政無線の機能の強化、

今までと違う強化について説明いたします。 

 防災行政無線の機能といたしましては、緊急速

報メールやＳＮＳ、それから、大型ディスプレイ

に情報を表示するなど、デジタルサイレージです

ね。などとの連携が可能となりまして、より情報

伝達の手段を迅速に行えること。また、放送を聞

き逃したときに、電話の自動音声で放送内容が確

認できる機能による聞き逃しの対応などの機能強

化をしております。 

 これらの機能強化により、情報伝達に関する

サービスは向上すると考えております。 

 また、戸別受信機については、双方向での通信

が可能となることから、戸別受信機へ放送の内容

がきちんと届いているかとか、それから、受信を

確認した操作状況、町民の方が戸別受信機に受信

したときに、それを確認したかどうかということ

が役場から分かりますので、見守りという意味で

も活用が可能となるということから、これらにつ

いてもサービスの向上が図られると考えてござい

ます。 

 また、自主防災組織との兼ね合いについてです

が、現在、町内四つの自主防災組織があります

が、今回整備というか更新いたします防災行政無

線との兼ね合いという点では、特段ございませ

ん。 

 各町内会とは、戸別受信機を町内会長宅に配

付。それから、町内会単位で、行事や避難訓練の

ときには、整備する屋外スピーカーを利用して、

町内会の範囲等に放送することが可能なような機

能を持たせる整備を進めています。 

 最後に、４点目の工事費用とランニングコス

ト、ライフサイクルコストの説明についてでござ

います。 

 イニシャルコスト、初期費用といたしまして

は、予算編成時の積算でございますが、防災行政

無線のシステム構築と、屋外スピーカー、戸別受

信機、それから、戸別受信機へ電波を送受信する

機器、戸別受信機については約４,０００台を整

備の予定としてございますが、それに１０年分の

保守料を当初契約に含めて契約いたしまして、そ

の金額といたしましては、予算積算額で７億７,

４２９万円。 

 続いてランニングコストになりますが、ランニ

ングコストは携帯電話網と役場、それから屋外ス

ピーカー、送受信機器など、通信する通信料が発
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生いたしますので、それが年間約７０万円程度と

見込んでございます。 

 また、１０年間のライフサイクルコストといた

しましては、システムに係るコンピュータ機器の

更新と、屋外スピーカーのバッテリーなどの交換

が１０年ごとに必要となりますので、その費用と

して約３,７００万円、これに１０年間の通信費

を含めますと４,４００万円程度と見込んでござ

います。ただし、現在、電波調査を進めてござい

ますので、その電波調査の結果、電波の送受信機

の本数等々が変更になりましたら、ランニングコ

ストもそれに伴って変更されるということで御理

解いただければと思います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） 持ち時間が１５分ですの

で、まず、再質問の１番になりますが、結局、総

金額で８億３,０００万円ほどあって、そのうち

の３０％が町の持ち分ということで、２億４,０

００万円強になるかと思うのですが、果たしてそ

れに見合う内容かどうかということで、もう一度

答弁をいただきたいなと思います。 

 というのは、ローカル５Ｇというのがあって、

実際に酪農家の多いまちで、自分たちで５Ｇの中

継局を置いて、その中でいろいろな情報更新をや

るということがもう既に起こっていますし、普通

にいろいろな電話会社の話を聞きますと、２年以

内くらいで５Ｇという、今の通信量の１００倍く

らいの情報量が使える、そういうシステムが整っ

てくると。今の中継基地の中にそういう機械が

入ってくる。大沼の今の無線局というのが、アナ

ログ方式が令和４年の１１月で終了するのであれ

ば、確かに補助制度は使えないかもしれないです

けれども、もうちょっときちんと見て、補助制度

をあきらめる、もしくは別なメニューを探してき

ちんとゆっくり、この方式が、あちこちでやって

いて、それと比較検討できるならいいのですけれ

ども、これはＮＴＴしかやっていない。ＮＴＴが

独自に人工衛星を上げて、それでＮＴＴの基地局

を使って、なおかつＬＰＷＡとかという、それの

細部のネットワークをつくっている仕組みを入れ

るというのが今回の計画になっていますね。た

だ、今の携帯電話網がさらに１００倍くらいの能

力を持ってくるということになると、単純に七飯

町でつくったアプリで、その５Ｇのネットワーク

を使ってこういうサービスができるのではないか

なということを私は思っているものですから、何

度か、今までの臨時議会ですとか、前の定例会で

も聞いたのです。この辺が町民の方にきちんと、

ＬＰＷＡ、ロー・パワー・ワイド・エリアの仕組

みを併用しなければいけないのかどうか、この説

明をしていただきたい。お金を少しでも安くでき

るのではないかなというのがまず１点。 

 役場のほうで検討した中で、確かに携帯電話だ

とかタブレット端末を使うということも検討しま

したという説明が前にありました。ところが、そ

れは高齢者を中心になかなかなじめないという方

がいるので、端末の機械を４,０００台購入し

て、これは置くと通信料はただだと。おまけに、

何かあったときには持ち出しできるし、双方向で

連絡がとれるので、例えば避難した人がどこにい

るだとか、そういう連絡もとれるので、大した便

利なものだという説明がありましたが、考えてみ

れば、携帯電話を持っていればそれで全部用は足

りる。それから、職員の方の無線連絡をするため

の仕組みもそのまま今残っているわけですよね、

この計画では。それも携帯電話で用が足りるので

はないかなという発想からの今回の質問でありま

す。それがまず２点目のところ。 

 町民のサービスのことについて、ちょっとか

ぶってしまいましたが、トランシーバーが要らな

くなるのではないかということと、消防だとか、

そういった火災情報だとか、いろいろな町民にで

きるだけ広くいろいろな情報を瞬時に伝えるとい

うことでは、そういうネットワークを構築するの

であれば、消防だとか警察だとか、何かそういっ

たことで、全部が全部ではないですけれど、伝え

ることというのは計画されているのかどうか。 

 それから最後には、やっぱりお金の話なのです

けれども、実際に大沼地区を少しぎりぎりまで

待ってもらって、この方式ではなくて、新しい方

式を検討するという猶予はないのかどうか、この

確認をお願いしたいと思います。 

○議長（木下 敏） 情報防災課長。 
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○情報防災課長（若山みつる） それでは、お答

えしてまいります。 

 まず、総事業費と見合う内容かどうかというこ

とです。このシステムが高くないかどうかという

話だと思いますが、まず、現在の大沼地区の電波

方式、６０メガヘルツという方式なのですが、そ

れのアナログの方式で運用していますが、これを

６０メガヘルツの方式でデジタル化して、全町に

整備した場合、どのくらいかかるかというのを一

番最初の実施設計でさせていただいたときには、

今回整備するよりも少し高額な金額となっていま

して、全町規模で防災無線を整備するということ

については、この金額が特別すごく高いというこ

とを感じてはいません。 

 それに見合う内容かどうかということについて

なのですが、今も申し上げましたとおり、この規

模で全町的にそのスピーカーを配置したり戸別受

信機で受信できるようにしたりという内容と見合

うというか、適当な金額ではないかと感じており

ます。 

 また、緊急防災・減災対策債という７割交付税

算入の起債がありますけれども、これについても

非常に有利な起債で、防災行政無線については、

過去にいろいろな補助事業もございましたが、そ

れと比べてもすごく有利な起債であるというふう

に感じておりますので、また、最後のほうの御質

問ともかぶってしまいますけれども、整備するタ

イミングといたしましても、デジタル化という、

令和４年１１月まではあるのですが、整備期間等

も含めますと、今いってもぎりぎりな状態で、そ

のタイミングに向かって整備していかなければな

らないというふうに感じてございます。 

 また、ローカル５Ｇ、５Ｇの関係なのですけれ

ども、公衆回線の５Ｇはまだまだ都市部という

か、東京の中心とか大阪のほうから整備されて

いっていますけれども、様々な携帯電話会社だっ

たり、情報等を研究している機関とかの情報を見

ますと、全国的に普及されるのは２０２３年から

２５年くらいまでかかるというところでもござい

まして、そこまでこの防災行政無線の整備を待っ

てとなると、先ほども言いましたとおり、いつ起

こるか分からない災害ということで、できるだけ

早く整備していきたいという観点から、今ある町

として判断した最高の一番いいものをきちんと整

備していくということが大事ではないかと考えて

ございます。 

 また、携帯電話を使って戸別受信機等を整備し

ていくのがいいのではないかということなのです

が、あとはタブレット等ですね。どうしても検討

していく中でネックになったのが、通信費のとこ

ろでございます。戸別受信機に関しては、今既に

１００％の方が絶対に携帯電話、スマートフォン

等を持っているという条件であれば、そちらにシ

フトして整備してもいいのでしょうけれども、ま

だまだ携帯電話等をお持ちでない方もいることか

ら、戸別受信機は、今回の整備では町としては必

要なものだと判断して、戸別受信機を４,０００

台整備する考えでございます。仮に携帯電話等を

持っていない方等にタブレット等で４,０００台

程度を整備するとなると、通信費だけでもすごい

金額ということが、今の携帯電話のデータプラン

という内容では月６００円から８００円くらいか

かるので、６００円だとしても年間２,９００万

円程度、税抜きでかかってしまうので、そういう

ことを考えると、今回の整備の方法で整備してい

きたいという考えに至ったということを御理解い

ただければと思います。 

 また、ＬＰＷＡの仕組みですが、町で独自で張

りめぐらせるネットワークで、１回目の答弁で答

弁もいたしましたが、Ｉｏｔ社会といいますか、

全てのものがインターネットにつながる時代がそ

こまで来ているという中で、その中で５Ｇという

技術も出てきているのですが、町独自のネット

ワークでいろいろな今後の拡張性等々もありまし

て、この方式を選択させていただいたということ

です。 

 また、職員同士の連絡も携帯でどうだという話

なのですけれども、職員同士は、移動系の無線に

ついては、用途としましては、避難したときの職

員同士の連絡もそうなのですが、災害対応や復旧

に使う土木車両等にも車載の無線がついていまし

て、それらも一緒に移動系の無線として整備する

ことになります。携帯電話であれば、土木作業

中、運転中等々、使用しづらいものというか、運
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転中に使ってしまうと違反にもなりますし、そう

いう観点からも、移動系の無線も整備が必要だと

いう判断で、今回は整備してございます。 

 消防や警察等の連絡の広報にも使用していけな

いかということなのですが、そこは仕組みとして

は、消防でも警察でも、この防災行政無線を使っ

て広報することは可能となっております。仕組み

としてはそういう仕組みをつくっておりますが、

実際にどういうふうに、消防とか警察が利用して

いく要望等があれば、今後詰めていって、その辺

を少しでも町民の情報伝達の手段としてこの仕組

みを使えればというふうには考えておりますの

で、そこはこれから消防や警察と詰めていきたい

と思っていますので、御理解いただければと思い

ます。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） まず、基本的にまとめて

再々質問させていただきます。 

 私が感じているのは、いろいろな仕組みがあ

る。８億幾らかけても、町職員はトランシーバー

を持って走って歩く、それから、ローパワーワイ

ドエリアという仕組みをこれからつくる。それ

は、今は大沼にしかないスピーカー、これを全町

に２０何機立てる。柱を立てて、スピーカーをつ

けて、そこに今ある携帯電話会社から来た電波を

受けて、さらに発信するＬＰＷＡという仕組みを

つくるというのが今回の話ですよね。わざわざＬ

ＰＷＡというのをつくらなくても、結果的には、

通信アプリ、今の携帯電話のアプリの中で、例え

ば町職員同士のグループ、今回、コロナのことで

随分いろいろなところでテレワークだとか会議だ

とかというのをやっていましたよね。あれは、セ

キュリティの問題はちょっと別にしておいても、

この人たちだけを登録して通信がやれるという仕

組みなのですよ。今ある仕組みです。 

 ＬＰＷＡを入れるというのは、例えば内地のほ

うですごい山あいが深くて、携帯電話の中継基地

を置いてもどうしても届かない場所があると。そ

ういうところに安くやるための仕組みとしてこの

ＬＰＷＡというのが考えられているのですよね。

枝葉、葉の部分ですよ。ところが、七飯町は大体

携帯電話の通信基地局で届かないところはないは

ずなのですよ。どうしてもあるなら、そこに１基

か２基入れるのはしようがないかなと思うのです

けれども、ちょっと比率が、このＬＰＷＡで幾ら

になるのかというのが、前にいただいた資料では

分からないのですけれども、実際に電柱を立て替

える経費は１億３,０００万円くらいだと、新し

く電柱を立てる工事ね。ということになると、６

億幾らがほとんどネットワークを構築するＮＴＴ

に入るお金なのです。七飯町の中で何か工事が始

まったなと見えるものは、極端に言えば１億３,

０００万円しかない。私、ＮＴＴさんと交渉し

て、もっと安くして、例えばその安く浮いた分

で、子供たちにタブレット端末、こういうものを

一人一人に渡しておいて、非常時にはそれを使え

るだとか、そういうふうにできないものかなとい

う発想があるものですから、ちょっとしつこく質

問させてもらっています。このＬＰＷＡを入れる

必要性がある地域なのかどうか、七飯町が。それ

と、改めてまた自分の携帯電話を持っている職員

さんが、現場に行くときに、車についているトラ

ンシーバーも持って、どこどこが氾濫しているか

らとか、こっちへ来いだとかと、そういう連絡を

とる。ちょっと携帯電話で用が足りるのではない

のかなということがあるので、今回質問していま

す。その辺、まとめて、町民の方に、七飯町が実

際に払うお金は２億４,０００万円くらいなので

すけれども、値のあるものかどうか、もう一度説

明をお願いできないでしょうか。 

○議長（木下 敏） 情報防災課長。 

○情報防災課長（若山みつる） ＬＰＷＡを整備

する必要性というか、七飯町に本当に必要なもの

かどうかというところなのですが、防災行政無線

を一番最初に考えるときに、やはり大きなカギと

なるのが、戸別受信機をどうするかというとこ

ろ、これは各まち、全てみんなそうなのですよ

ね。何でかというと、最近、携帯電話とかみんな

持ち始めているので、本当に必要かどうかという

ところで判断をいろいろ検討する、迷うというと

ころをよく聞いておりまして、七飯町としても、

当初は戸別受信機についてどうするかという検討

は当然いたしました。その中で、やはりみんな町
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民の方が持っている携帯電話等なのですが、実際

に本当に持っていない人も現実的にいるわけで、

ではその人たちにどういうふうに情報を伝えてい

こうかというときに、ではやっぱり戸別受信機と

いうものも整備は必要になってくるだろうという

ことで検討していったところです。その中で、通

信費等を安く、確かに電波を発するＬＰＷＡの仕

組みは、整備するお金はかかりますけれども、今

後、通信費はかからず、戸別受信機までには通信

ができるということで、この方法を選択させてい

ただいたと。 

 また、将来性の話につきましても、例えば子供

の防犯ブザーだったりとか、そういうものについ

ても、このＬＰＷＡという通信網で発信した場所

等が分かる、それから、メールをそこから送られ

るとか、そういうような将来性も含めたシステム

であるということも含めまして、今回、このＬＰ

ＷＡの仕組みを採択させていただいたというとこ

ろでございます。 

 職員同士の連絡のことなのですが、確かに職員

はほとんど携帯電話等持っていますので、その方

式も検討させていただいているところです。最

近、コロナウイルスの感染症の関係で、先ほど平

松議員おっしゃられましたとおり、テレワーク

等々が自治体等でも行えるように、民間のサービ

スもどんどん出てきて、今、実際に七飯町も、期

間は限定されているのですが、無償で職員同士の

コミュニケーションツールとして、個人の携帯電

話を使いながら職員同士がやりとりできるという

サービスもありまして、それを試験的に職員に広

報しながら使ってみていただいているということ

もやっております。 

 今後は、やっぱり将来的にはというか、そうい

うふうなツールをたくさん使って、効率的に安く

情報共有ということがなされてくることとなると

思うのですけれども、現段階では、やはり先ほど

言ったように、土木車両に積んでいたりというこ

とで、まだまだそういう用途があるケースが考え

られるということから、今回、移動系もやはり必

要であろうということで、今回の整備に含ませて

いただいているというところでございます。 

 いずれにしましても、漫然と経費をかけていく

というようなことはしないで、日々、よりいいも

のというものをいろいろ模索しながら、今回の防

災行政無線の事業をやっていきたいと考えてござ

いますので、御理解いただければと思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） 最後です。結局、つまると

ころは、ＬＰＷＡという新しい仕組みが必要だと

おっしゃるのと、私は、今、通信会社の内容が、

もっともっと量が増えてくれば必要なくなるので

はないかという、この話のことなのですよね。Ｌ

ＰＷＡを使って、職員の移動しながらの通信とい

うのは、これは駄目なのです。通信量は少なく

て、遮蔽物があると届かないので、トランシー

バーが必要だということで、トランシーバーも入

れれば、新しいＬＰＷＡという仕組みも、スピー

カーを立てた塔にその発信器をつけてやると。ス

ピーカーを立てる工事は１億３,０００万円で、

今、例えば携帯電話網を使って放送はできるので

すよ、１億３,０００万円のお金だけあればね。

それで、ＬＰＷＡなどといって、これからずっと

この方式がこれをベースに伸びていけるものなの

かどうかというのは、ちょっと分からない時期で

すよ、今。５Ｇが入ってきたときに、それベース

でみんなで同じアプリを共有してやれば十分用は

足りるかも知れない。多分足りると思うのですけ

れども、という判断の、今、瀬戸際にいるわけで

す。 

 それで、今年いろいろ契約をこれからするわけ

ですから、もっときちんと、本当に七飯町にこの

仕組みが必要なのかどうか、そういうことを検討

していただきたい。最後にちょっと町長のお考え

だけ聞きたいなと思います。お願いします。 

○議長（木下 敏） 町長。 

○町長（中宮安一） いろいろな議員が想定をな

さっていることも理解もできます。でも、私ども

もいろいろな想定をしながら、今考えられるベス

トのものをということで選定をさせていただきま

した。そして、何度も議場でも言っていますけれ

ども、私の仕事、町長の仕事というのは、町民の

生命、財産を守ることであります。今で言えば、

コロナで言えば、生命、健康を守るということが
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第一でありますので、私はこのお金が、町費が２

億４,０００万円かかりますけれども、このこと

によって１人の命でも救えるのであれば、私は決

して高いものでないと言えばちょっと言い過ぎか

もしれませんけれども、私は投資をしたかいがあ

るのだろうなというふうに思っています。でも、

そのためにも、やはりベストなもの、今考えられ

るベストなものをしっかりやることが大事だとい

うふうに思っておりますので、これから契約等々

に入っていきますけれども、この手法が私は最も

ベストなものだというふうに考えておりますの

で、ぜひ御理解を賜りたいと存じます。 

 以上でございます。 

○３番（平松俊一） 終わります。 

○議長（木下 敏） これをもちまして、平松俊

一議員の一般質問を終了いたします。 

 それでは、午後１時５分から再開いたします。 

 暫時休憩いたします。 

午後 ０時０５分 休憩 

───────────── 

午後 １時０５分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

 一般質問を……。私語をお慎みください。 

 通告順に発言を許します。 

 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） まず最初に、このたびは町

民の皆様に新型コロナウイルスの感染につきまし

て御迷惑と御心配をおかけして申し訳ありません

でした。幸いに私１人の感染で済んだことで、本

当によかったなということで安堵している次第で

ございます。 

 それでは、早速一般質問に入らせていただきま

す。 

 新型コロナウイルス等に対する課題と対策につ

いて。 

 新型コロナウイルスの出現により、国、道は三

密による感染防止のため、相次いで緊急事態宣言

を出し、人々の外出自粛、事業所の休業要請や小

中学校等の休校が長期間続いた。 

 地域社会においては、新たな生活様式により、

人との結びつきが分断され、生活が疲弊し、未曽

有の事態に陥っている。 

 さらに、秋、冬には新型コロナウイルス、イン

フルエンザ、ノロウィルスなど、第二波、第三波

の感染再拡大が懸念されている。 

 町は、このたびの事態から何を教訓とし、今後

の対策に生かそうとしているのか、伺いたい。 

 １、高齢者福祉に関する課題とその対策につい

て。 

 ２、子供たちの教育に関する課題とその対策に

ついて。 

○議長（木下 敏） 福祉課長。 

○福祉課長（村山德收） １点目の高齢者福祉に

関する課題とその対策についてお答えいたしま

す。 

 まず、政府の新型コロナウイルス感染症対策基

本的対処方針において、高齢者等の支援が必要な

方々の居住や支援に関する全ての生活支援関係事

業所においては、事業の継続を要請するとされ、

町内医療機関、介護福祉事業所等においては、感

染症予防対策を徹底し、支援が必要な町民の安定

的な生活を確保し、１人の感染者も出さず事業を

継続されております。これもひとえに、昼夜問わ

ず最前線の現場で活躍する医療・介護従業者を初

め多くの関係者の皆様と、感染拡大防止に多大な

る御配慮と御協力をいただいている町民の皆様の

御尽力の結果であると、感謝申し上げる次第でご

ざいます。 

 その中で、高齢者福祉に関する課題といたしま

しては、特に感染予防行動により、自主的に介護

保険サービスの通所系、訪問系サービスの利用を

控えるケースや、介護予防、日常生活支援総合事

業などの高齢者の方が多く集まる活動自体も自粛

するなど、運動、人と会っての会話、外出などの

機会が減少し、筋力低下によるフレイル──虚弱

化でございます──や、免疫低下が懸念されてお

ります。 

 今後の対策といたしましては、フレイルの予防

において重要なポイントである運動、人と会って

の会話、外出を一工夫で楽しめることができる情

報、例えば１人自宅で、または少人数で、広い室

内空間で実践できる運動や脳トレや口腔ケアで、

筋力、免疫力を高める情報など、今までの行動を
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アレンジするだけで簡単に実践でき、かつ、新し

い生活様式や新北海道スタイルの実践もできる情

報を七飯町の公式ホームページに登載しておりま

すので、その情報を冊子にまとめ、地域包括支援

センター訪問時または民生委員、老人クラブを初

め、各介護予防を実施している団体などに配布す

るなど、周知、啓発に努め、感染再拡大時におけ

る高齢者の健康維持に備えてまいりたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（北村公志） それでは、２点目

の、子供たちの教育に関する課題とその対策につ

いて答弁申し上げます。 

 今回のコロナウイルスに係る緊急事態宣言にお

いて、町内の小学校、中学校、義務教育学校で

は、長期の休校を余儀なくされ、授業時数、いわ

ゆる学習機会の確保が大きな課題となっておりま

す。 

 また、児童生徒は、今後の修学旅行や部活動、

入試など、将来的な部分が見えない不安を抱えて

おります。 

 学習機会の確保につきましては、今後、夏期休

業、冬期休業の短縮や、土曜授業の実施などで必

要な授業時数の確保を目指すところでございま

す。 

 また、本定例会で御提案いたします補正予算案

にいて、国のＧＩＧＡスクール構想に基づき、全

児童生徒に１人１台のパソコンを整備し、今回の

ような休校中においても家庭でオンライン学習が

できる環境整備を推進してまいります。 

 また、心のケアにつきましては、休校中の現場

の先生方が家庭訪問を行うなど、取り組んでお

り、今後も学級担任や養護教諭、スクールカウン

セラーなど、教職員全体で支援を行い、心の問題

に取り組んでまいります。 

 ６月１日からは各校において授業が再開したと

ころでございますが、今後、学校において感染者

が発生しないよう、こちらも今回の補正予算案で

提案させていただきますが、教室の換気対策や水

道の蛇口改修など、環境整備を図り、政府の専門

家会議から示されております新しい生活様式及び

文部科学省から示されております衛生管理マニュ

アル、学校の新しい生活様式に基づいた十分な対

策をとった上で事業を進めてまいりますので、御

理解のほどよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） それでは、まず１番目の高

齢者福祉に関する課題とその対策ということで、

幾つかお聞きしたいと思います。 

 まず、確かに説明ありました。高齢者の様々な

生活の変化、ここ二、三か月の間、相当変わって

きて、自宅での自粛ということで、先ほど説明

あったとおり、相当、サルコペニアといいます

か、筋力の低下、あるいは認知、こういったよう

なものが進むというようなことが懸念されている

今現状でございますし、こういう中で、特に高齢

者というのは、いろいろな情報からいくと、重症

化しやすい、体力や免疫が落ちているということ

で、体そのものが機能低下してくるという、そう

いう中で、対策としては、運動、対話ということ

で、広い場所でアレンジしてという、そういう話

があったのですけれども、まず具体的に、そうい

う運動だとか対話、こういったような場所、広い

場所といいますけれども、具体的に町としてどう

いったようなものを想定して、そして冊子にまと

めてお知らせするのか、そこら辺をまずお聞きし

たいと思います。 

 それから、第二波、第三波が来た場合、感染し

ないのが一番なのですけれども、やはり介護の従

事者、あるいは福祉の従事者、医療関係者、補正

予算ではいろいろ慰労金等々配慮しているようで

すけれども、まず従事者にしてみれば、移される

というよりも、移したらどうしようという、そう

いう不安がある。そういう中で、万が一、そうい

う施設で移った場合、新型コロナウイルスが万が

一発症した場合、移らないのが大前提ですけれど

も、これに越したことはないですけれども、第二

波、第三波が予測されている中で、万が一移った

場合、やはり町としてどういったような形の支援

策をとっていくのか、ここら辺を、ちょっと考え

ているのであれば、一歩踏み込んだ形の中で、

ちょっとお知らせをお願いしたいと思います。 
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○議長（木下 敏） 田村議員、２点目は再質問

ないですか。 

○５番（田村敏郎） ２点目は、福祉と教育のや

りとりなものですから、まとめてやったほうがい

いのであれば……。 

○議長（木下 敏） まとめてやってもらえれ

ば。 

○５番（田村敏郎） 非常に私自身、こんがらが

りますので、できれば区分をしてやりたいなと思

いますけれども、あわせてということであれば…

…。 

○議長（木下 敏） あわせてお願いします。 

○５番（田村敏郎） そうしたら、教育の関係、

まず福祉についてはそういうことです。 

 教育については、七飯町の場合は、先ほど説明

ありましたけれども、児童生徒の学習時間の確保

や健康維持のためというようなことで、いろいろ

対策をとって、夏休み、冬休み短縮、土曜日の授

業の取り入れ、あるいはプール学習の中止、発表

会を作品展示に変える、あるいは宿泊研修を日帰

りにしたい、修学旅行は２学期以降にするという

ような流れの中で、恐らく学習時間の２か月間の

取り戻しというのですか、そういうものを考えて

の対応だと思うのですけれども、文科省について

は、学習遅れ、これを数年間で解消してもいいで

すよというようなことで、学習内容を最長で再来

年度まで繰り越すことを特例で認めますよという

ようなことを発表しておりますけれども、具体的

にそういうものについての検討に入っているのか

どうか。 

 それから、特にこれは保護者も心配していると

思いますけれども、小学校６年生や中学校３年な

どの最終学年、こういったようなものについて、

どういうような対応策をしていくのか。これらに

ついて、話を聞きますと、今年度から学習指導要

領はグループ学習を中心に展開しますよというよ

うな文科省の考え方だと思うのですけれども、こ

こ２か月でなかなかそういうものが展開できな

かったという、こういう中で、６月から本格的に

学校を再開しながらの、こういうグループ学習中

心の学習指導というものに入ると思いますけれど

も、一方では、先ほど説明あったように、ＧＩＧ

Ａスクール授業というのですか、構想、国が３分

の２だとか２分の１の補助、こういったようなも

のを考えながらやって、全国で展開してもらいた

いということで、７月に契約というのですかね、

そして１２月に設置完了というような恐らく流れ

の中で、今準備しているのではないかと思うので

すけれども、これが、なかなか実態が、私たちと

いうか、私にとっては見えてきていない。 

 今、説明の中では、１人１台パソコン、そして

オンライン学習をする。これは分かりますけれど

も、具体的にいつやるのか。例えば夏休み、冬休

み、１２月ですから冬休みぐらいになると思うの

ですけれども、春休み、あるいは土、日、そこら

辺の具体的にＧＩＧＡのそういう授業を利用した

オンラインの学習をいつから、どういう形でやっ

ていくのか。そして、それに対してそれぞれの学

校の先生がどういったような考え方で、あるいは

どういうようなプロジェクトを組んで内容を詰め

ていくのか、そういうものがもし分かればお話を

いただきたいというふうに思います。 

 それから、育英基金の関係であります。育英基

金というのは、御承知のとおり、条例の中で定

まっているわけですけれども、新聞報道等により

ますと、学生が授業料を払えなくて中途退学があ

る。これについては、勉学にいそしむ学生にとっ

て非常に不幸なことだということで、実際、七飯

町の育英基金を借りている学生、この人方の実

態、生活実態といいますか、そういったようなも

のを把握しているのかどうか。そして、例えば、

これは貸し付けが４月だとか何とかと条例にはう

たっていないですね。ですから、申し出があれば

いつでも貸し付けが可能なのかどうか。それか

ら、貸し付けの増額、２万５,０００円以内と

か、１万円以内、高校、専門学校等、大学等でそ

れぞれ決まっていますけれども、これらの増額、

あるいは変換に向かっての据え置き期間の延長と

いうのは、卒業してからたしか１年だったと思う

のですけれども、それから償還が始まるというこ

とで、それを延ばすことができないのかどうか。

それから、本当に困っている人には、償還猶予、

あるいは償還の減免、こういったようなものは実

際に教育委員会で議論されたのかどうか、これに
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ついてもちょっとお話をしていただきたいと思い

ます。 

 それから、これは最後になった中での考え方を

聞きたいと思いますので、２回目の質問について

はこれでお願いしたいと思います。 

○議長（木下 敏） 福祉課長。 

○福祉課長（村山德收） ただいま再質問ござい

ました内容でございますが、まず具体的にどのよ

うな場所で運動、脳トレ等やるのだというところ

でございますが、まずは今、七飯町内のほうで介

護予防活動等している団体が５１を数えてござい

ます。そういった中で、運動サークル等も１か所

で４０名を超える人数のところも今いらっしゃい

ます。例えばやっている場所といたしましては、

大中山コモンであったり、本町振興会館であった

り、そこの地区の近くの公共施設を利用してやっ

ているところでございますが、今後、大きな人

数、４０名を超えるような人数のところは、今お

話をしている最中なのですが、少人数で回数を分

けてこなすというやり方でソーシャルディスタン

スを保つという方法等と、そこのサークルとか団

体によって、やっている内容、運動とか、いろい

ろなものが違いますので、そこの状況にあわせ

て、各団体と相談して、ベストな方法でやるとい

う形で今実践しております。 

 それで、先ほど言った情報誌の配布でございま

すが、こちらのホームページに載せているものが

Ａ４片面で４８枚になるものでございますので、

実際、単位老人クラブに配る際、老人クラブの役

員さんに、４８ページの中から自分たちにあう内

容をピックアップしていただき、それを冊子にま

とめてそこの団体に配ったりということで、柔軟

に対応しているところでございます。 

 内容といたしましては、まず基本的な、まずコ

ロナウイルスとは何だという、コロナウイルスの

存在というのが２月の上旬には未知なるウイルス

で、皆さん、やっぱり情報がないと得体の知れな

いもの、報道ではすぐ死んでしまうものかもしれ

ない、恐ろしいものだという情報であったもので

すから、正しいコロナウイルスの情報というのを

まず基本的に載せております。 

 その中で、先ほど言ったフレイルにも御注意と

いうことで、健康、プレフレイル、だんだん虚弱

になって、フレイル、虚弱になって、次は要介護

になりますよと。どうしてこうなるのですかとい

うプロセスも書いております。あとは、基本的な

健康長寿の３本柱、栄養、運動、つながりとい

う、先ほど説明したような内容を書いておりま

す。 

 あと、家の中でできるようなもの、上体起こし

とか、椅子を使った運動とか、高齢者が２週間寝

たきりになりますと、筋力は７か月分低下するよ

という基本的な情報とか、そういうのをまず基礎

知識、そして、これから皆さんの配布される高齢

者の方々の、元気高齢者もいれば、もう既に虚弱

な方もいらっしゃるので、その中であわせても

らって、自分のできるものをピックアップしても

らってやってもらうという形の配布方法をとらせ

ていただいております。 

 それで、まず今回、コロナのこういう危機で、

皆さん、自粛生活をしてこういう状況になってい

ますけれども、改めて町民の皆さん、高齢者に限

らず、町民の皆さんが、こういう自粛生活をする

と、若い方でも筋力も落ちるだろうし、運動不活

になると健康、心身ともに虚弱になると、これは

高齢者に限らずそうなりますよという、ある種、

町民の皆様に対する周知のチャンスでもあると、

ピンチをチャンスに変えていかないとならないな

と福祉課でも思っていますので、こういった形で

いろいろな各団体に配れるところは配布して、皆

さんに広く、高齢者に限らず周知してまいりたい

なと考えております。 

 次に、施設のコロナが発生した場合の対応でご

ざいますが、先ほど議員のおっしゃられたとお

り、特に施設系の方については、施設から外に出

るなという形で国のほうから指示が出ていますの

で、コロナが感染する場合には、職員の方が外部

から持ち込むというパターンが考えられるという

ことでございます。そういった意味で、職員の皆

様、従業者の皆さんは非常に神経を使って、お仕

事、家に帰ってから、非常に気を使いながら、２

４時間ずっとびっちり頑張ってきたというところ

でございます。本当に先ほど冒頭、感謝を申し上

げたとおり、このような気持ちでいるというとこ
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ろでございます。 

 それで、施設のほうとか入所者、職員が感染し

た場合、どのような対応をするのだというところ

でございますが、こちらは２月から順次、国のほ

うから、施設系とか通所系、訪問系で、職員、利

用者、入所者がコロナになった場合の対応という

マニュアルが通知されております。こちらについ

ても、各施設等、各事業所等に通知は転送してい

るところでございますが、まずは職員が感染した

場合、例としまして、入所系のほう、よく集団感

染とか、気になるニュースとかたくさんあるの

で、入所系でございますが、職員の方が感染した

場合は、原則入院となりますので、そういった形

で、まずは次に濃厚接触者とか感染が疑われる者

というのを、まず保健所が主導で、感染者、濃厚

接触者、疑われる者という形で分けるという形に

なります。その中で、いろいろと職員だけでな

く、施設の入所者も濃厚接触者とかになりますの

で、そういったところ、職員については、基本、

濃厚接触者とか自宅待機ですよと。入所者につい

ては、感染が疑われる者の部屋、施設の空間、部

屋とユニットとかで仕切れるのであれば、そこの

疑われる者、濃厚接触者というものをある程度分

けて、集めて入所させる。感染者は原則入院なの

で、すぐ入所者も利用者もみんな病院が原則であ

るという流れでございます。 

 その中で、保健所の指示に従いまして、町も現

場の職員、施設の方々と協力しながら、入所系は

あれですけれども、通所系の人とかのパターンも

あるので、そういう方も電話等で、自宅で待機さ

れている高齢者の方、そういう方に電話等で、保

健所からも直接毎朝、体温何度ですかとか、多分

電話が来ると思うのですけれども、そのほかに何

か心配事ありませんかとか、保健所の対応プラス

アルファで町のほうも対応しながらやっていく

と。あとは施設のほうも、職員が自宅待機になっ

たら施設の基準が満たされなくて、運営とか困る

ことはあるとは思うのですけれども、今、国のほ

うも、都道府県の老人福祉施設協議会等を通して

協定を結んで、同じ施設系の職員、いろいろな法

人があると思うのですけれども、そこに加盟して

いる人の派遣とか、そういう制度も組み立ててい

るという現状で今聞いておりますので、そういう

ところも町のほうとしても情報がありましたら、

施設等とかと一緒に、そこの協議会等に働きかけ

て、欠けている介護士の部分を派遣してもらった

りとか、そういうところも一生懸命情報と一緒に

動いていきたいと思っております。 

 再質問はこんな感じで、以上でございます。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（北村公志） それでは、答弁し

てまいります。 

 休校になりました２か月間の授業時数の取り戻

しについてでございますが、現在のところ、文部

科学省より、議員のおっしゃるとおり、複数年度

での解消等、通知は来ておりますが、現在のとこ

ろ、分散登校も、渡島管内につきましてはある程

度実施できました。それから、夏休み、冬期休業

の短縮、土曜授業の実施、また、運動会、遠足な

どの行事の中止のために、練習を行っていた時間

等を授業に振りかえることによって、小学校６年

生、中学校３年生につきましても、今年度につき

ましては標準時数をクリアできる見込みが立って

おりますので、現在のところは複数年度での解消

は目指しておりません。 

 ただ、今後、第二波、第三波が来て休校となっ

てくれば、また検討ということになるかと思いま

す。 

 続きまして、ＧＩＧＡスクール構想の進捗状況

でございますが、今回のＧＩＧＡスクール構想の

加速、変更につきましては、国のほうで４月８日

付で全国に一斉に通知を出しております。よっ

て、七飯町はもちろんそうですけれども、全国全

道の小学校、中学校で、恐らく一気に導入が進む

ものと予想しております。中国を発端にした今回

のコロナウイルスですので、中国製の部品がス

トップしているとかという状況は聞いております

が、何とか早期に、目指すところは冬休みまでに

何とか導入をして、導入になったからといってす

ぐ運用できるものとは考えておりません。今回、

先生方で、学校ＩＣＴ教育推進委員会というもの

を設置します。各学校から必ず先生を二、三名ず

つ出ていただいて、学校についてムラつきがない

よう授業の準備を進めてまいる所存でございま
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す。これが早いうち、できれば冬休みまでに実施

できればなと考えております。 

 それから、育英基金の減免でございますが、４

月現在で、現在６４人、１,４００万円ほどの貸

付けを行っております。議員のおっしゃるとお

り、育英基金条例には償還の猶予、また、減免規

定がございます。今回のコロナウイルスにかかっ

て、減免申請とか徴収猶予というものは実際来て

おりませんが、来た場合は柔軟に対応させていた

だきたいと考えております。 

 なお、令和２年度から私立高校、大学等、高等

教育の無償化が始まっておりますので、これに

よっても育英基金の利用者が減っているのも事実

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） まず、福祉関係のことです

けれども、まず、町民に対するそういう運動、対

話、こういったようなものを５１団体の中からい

ろいろやりくりしながら対応していくというの

は、これはこれで私はよろしいのでないかと思う

のです。 

 ただ、やっぱり問題は施設関係ですよね。先ほ

ど入所施設もあれば通所もある、様々な施設の中

で、例えば通所の場合、感染があった場合は、通

所してきた人がコロナを持ってきた場合は、感染

があったということで、それであれば自宅待機に

なりますよね、２週間、あるいは病院に行くの

か、あるいは同居している家族が濃厚接触者とい

うことで自宅にいるという話になりますよね。そ

うなれば、なかなか自宅に孫がいたり何なりとい

う話になると、そこから広がっていくという、非

常に危ない問題が出てくる。これはある程度集

団、クラスターみたいな形で施設の中で出た場

合、そういう通所、あるいは入所でも結構なので

すけれども、そういった場合は隔離をするとい

う、そういう対応まで想定しているのかどうか。

そして、もしそういう事態になった場合は、七飯

町の場合、規模が大きくないものですから、私が

心配するのは、やはり施設の崩壊が始まるのでは

ないかと思うのですよ。入っている人、あるいは

通っている人が来なくなる、あるいはそこの従事

者がいなくなる、自宅待機になる。そうなった場

合、全く通ってくる人もいるかもしませんけれど

も、対応ができないという、こういう大変な問題

が出てくる。 

 道あたりも、今日の新聞を見ますと、施設間で

人材派遣のそういう交流をやりましょうという記

事が出ていましたけれども、実際のところ、施設

から逆に人を交流で出すと、こっちも手薄になる

という、非常に危なっかしい状況が続いていく。

そうなってしまうと、手の施しようが、私は実

際、なくなるのではないかと思うのですよね。 

 そうなった場合には、やはり私は、抗体検査

を、職員というか、従業者にやらせるべきでない

か。その費用、これは全額とは言いません、２分

の１でも３分の１でも、やっぱりそういう最悪の

場面を想定しながら、ならないのが一番ですけれ

ども、なった場合を想定して、抗体検査をして、

町も積極的にそれの支援に参加しながら、やっぱ

り抗体を持っている職員が本当にいるのか、誰も

いないのかによって対策が全く変わってくるわけ

ですよ、その施設、施設で。 

 そういうことを考えると、やはり事業所だけの

責任でやるのではなくて、やはり町内の町民が入

るわけですから、当然、町としても抗体検査、Ｐ

ＣＲとかそういうあれではないですけれども、抗

体検査をして、その職員が抗体を持っているのか

持っていないのか、持っているとすれば、万が一

の場合、そういう人が、絶対移らないという保証

はないのですけれども、そういう人がある程度対

応しながら急場をしのげる、対応策を練るという

ような、そういう幅を持った対応ができるはずな

のですよね。したがって、私は、それは町もある

程度支援をしていく、そういう姿勢が必要ではな

いかと思うのですよね。それに対しての考えをま

ずお聞きしたいと思います。 

 それから、教育に関しては、先ほど七飯町の対

応の仕方、いろいろ夏休みの問題、冬休みの問題

だとか、研修だとか、いろいろありましたけれど

も、この２か月間で本当に小６、中３、それに限

らないとは思いますけれども、標準時間、これが

満たされるのか。満たされるという説明があった

から、そうなのでしょうけれども、実際、それで
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満たされるからいいのでしょうけれども、何か

ちょっと冷たいなというか、もう少し幅を持った

時間数の確保というのが私は必要でないのかな

と。そこら辺は説明あると思うのですけれども、

そこら辺、本当に標準時間、あれしているといい

のだという、そうではなくて、もっと幅の温かい

教育対応というのかな、２か月も孤立していたわ

けですから、友達とずっと会えなくて寂しいと

か、学校へ行っても何となくおもしろくない、給

食を食べても何か離れていて味気ないとかという

のは記事に出ていましたけれども、そういう意味

で、もう少し温かみのある教育というか、そうい

うものがあるのかどうか、それをちょっとお聞き

したい。 

 それから、ＧＩＧＡスクール授業の、これ、導

入してからどうするのだという、それが見えてこ

ないのですよね、実際のところ。ただ国の補助事

業でついた、それから、ではという話ではなく

て、今、この時期に、第二波、第三波が来るかも

しれない、そうなったら、また学校が休みにな

る。そうなったときには、また遅れていくわけで

すよね。だから、これからないよというなら分か

るのですよ。だけれども、そこら辺、何とも言え

ないですから、導入する前から、想定だとか、い

ろいろなそういうものを、あるいはＤＶＤでも何

でもいいですけれども、教材の配付をして、借り

たい人は借りてとか、何かそういう次から次に対

するスピード感がある対応というか学習指導、こ

ういったようなものを取り組むことができないの

か。 

 何か今の説明ですと、導入してからいろいろ、

そうなると年を越してという話になってしまう

と、その間に第二波、第三波が来たら全くお手上

げなのですね。高いお金でせっかく子供たちに１

人パソコンを与えても、オンライン授業をやりま

しょうと言っていても、なかなかその効果という

か、そういうものが、いずれ出るからいいのだで

はなくて、やはり今、この未曽有の事態だからこ

そ、速やかに学習、そういったようなものをき

ちっと子供たちに与えるというか、そういう学習

の機会を保証していくというか、そういうものが

必要ではないのかなと。先生の準備委員会をやり

ましたけれども、これもやはりもっと早め早めで

対応、具体的にどういう対応を話し合いをしよう

としているのか、それをちょっと参考までにお話

をいただきたいと思います。 

 それから、育英基金については、６４人の１,

４００万円だということで、特にそれについて償

還も始まっているし、特に増額してもらいたいと

か、そういうものは来ていないというのですけれ

ども、もう少し本当に大丈夫なのだろうかとい

う、そこら辺の探る道筋がないのか、術がないの

か、そこら辺ももう１回ちょっと説明をいただき

たいと思います。 

○議長（木下 敏） 福祉課長。 

○福祉課長（村山德收） 再質問の抗体検査の支

援ということでございますが、今、議員のほうか

ら、抗体検査ということで、私のほうもそこの部

分の観点がちょっと正直、欠如していたものです

から、ちょっと今、すごく考えさせられる問題だ

なと思っております。 

 現状、介護職員の皆さん、一生懸命頑張ってい

らっしゃるということもあり、また、今、人手不

足という観点もありますので、そういったところ

で、ＰＣＲ検査ではなく抗体検査はどうだという

質問だったものですから、効果的な方法を私ども

も検討しながら、今、第二波、第三波に備えて、

ちょっと積極的にいろいろ研究させていただき、

対応させていただきたいなと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 民生部長。 

○民生部長（杉原 太） 議員が心配していると

おり、第二波、第三波が起こった場合につきまし

ては、札幌市内の福祉施設でも対応したように、

そこの地域の統括する保健所と地元が協力して、

現地対策本部などを設けて、その職員の抗体検査

だとか、そういうものを対応していくものと考え

ております。 

 現在、渡島保健所とも、先週、御相談してきた

わけですけれども、今現在、札幌市内で道庁がホ

テルだとか予備に確保しているとおり、函館市内

にもそういうものを準備できないかということ

で、今、動き出したというふうに聞いておりま

す。 
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 そういう部分を含めて、もし万が一、第二波、

第三波の場合につきましては、渡島保健所と、現

地、七飯町として、合同でといいますか、一緒に

対策本部などをつくりながら、抗体検査も進めて

いけるように話し合っていきたいというふうに

思っておりますので、御理解いただきたいという

ふうに思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（北村公志） まず、幅を持った

時数、標準指数のクリアについてでございます

が、現在、試算によりまして、行事の削減や分散

登校の実施、また、中学生、中体連の中止、見学

旅行の振りかえや学校行事の縮小、学活の時間を

授業への振りかえ等で、標準時数ぎりぎりに想定

はしておりません。標準時数よりも、学校、学年

によりますけれども、多少余裕を持って、標準時

数をクリアした上でもさらに追加で１０時間から

２０時間の余剰時間を確保できるものと考えてお

ります。学校におきましても、先ほどの修学旅行

等、学校祭、何とか授業が全てではございませ

ん。学校行事、やれることは何とかやれる方向

に、いろいろな方向を探りながら検討していると

ころでございます。議員のおっしゃるとおり、新

聞にも載っておりましたが、きつきつで授業、授

業、長い休校期間を経て、児童生徒のストレスに

なっていると思いますので、何とかこなせる行事

はやりながら、やれる方法を探って、やれる範囲

の中で実施していければなと考えております。 

 続きまして、ＧＩＧＡスクール構想の導入の道

筋でございます。最終的には、一部の高校、それ

から、この辺でいうと附属中学校が実施しており

ましたオンラインの対面式の、皆さんもやったか

と思いますけれども、オンライン会議、対面で、

先生がビデオカメラに向かって話をして授業を

行って、子供たちがそれを聞いて答えるという対

面式の授業を最終的にできるように持っていきた

いと考えております。 

 先ほど答弁申し上げましたとおり、何とか冬休

みまでにやれる体制をとって進めていきたいと考

えております。実際に４月に附属中学校より講師

の先生をお招きして、学校の先生方の前でオンラ

イン授業のデモンストレーションをやっていただ

いて、どういう形になるのかというものを学校現

場のほうでは押さえております。 

 今回の長期休校中におきましても、各中学校に

おきましては、千歳科学技術大学で提供しており

ますｅラーニングというインターネット上の学習

サイトを活用して勉強させていただいたところで

ございます。それに輪をかけてオンライン式の授

業ができるところまで持っていきたいと考えてお

ります。 

 続きまして、奨学金、育英基金の返済について

ですが、どうしてもこの辺にいる子ばかりでござ

いませんので、その辺はホームページ等で減免制

度の告知等を上げていければと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） まず、福祉の関係ですけれ

ども、渡島保健所のほうといろいろ協議しながら

と、それはそのとおりだと思うのですけれども、

やはり今回、それぞれの市町村が、やっぱり積極

的に一歩踏み込んで、新型コロナに立ち向かうと

いうことを考えれば、特に七飯町の場合は、高齢

者が非常に多いということを考えると、基礎疾患

があれば重篤化になる、そういうことを考える

と、やはりしっかりとガードを固めるためにも、

私はやっぱり抗体検査、これをして、従事者がど

のぐらい抗体を持っていて、どのぐらい対応でき

るのか、こういったようなものをやはり積極的に

取り組んでいくことが、町の責任とは言いません

けれども、町のあるべき姿ではないのかと。これ

は最終的には命にかかわる大きな問題であります

ので、そこら辺、十分に考えながら答えを出し

て、確かに渡島保健所と協議するのも大事でござ

いますけれども、こういう問題につきましては、

やはり町単独で、町の内部の資料としてしっかり

持ちながら対応していくということだと私は思う

のですよね。そういう意味では、やはり積極的に

こういう抗体検査をし、そして情報を得て、しっ

かりと対応していくという体制づくりが必要でな

いかと思うのですけれども、そこら辺、ひとつも

う一度考え方をお願いしたいと思います。 

 それから、ＧＩＧＡスクールの授業でございま
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すけれども、どういう科目を、４月に来ていろい

ろ話を聞いたり何なりしているようでございます

けれども、具体的にどういう科目をどのぐらいの

時間でという、学級の中を想定してやるのか、ど

ういう形でどういうふうにやるのか、全然想像が

つかないものですから、特に３教科とか５教科だ

とか、いやいや全部やるよとか、こういうイメー

ジもないものですから、もう少しかみ砕いた説明

をお願いしたいと思います。 

○議長（木下 敏） 質問中ですので、私語をお

慎みください。 

 民生部長。 

○民生部長（杉原 太） 抗体検査の部分につき

ましては、先ほど私のほうで答弁したのが、第二

波、第三波で感染症が発生して、クラスターなど

が出た場合の緊急的な対応ということで、議員が

おっしゃっている部分は、疑いがある、症状が出

ていない人もいるので、そういう施設に関して

は、もしできるのであれば、そういう抗体検査を

行えるのであれば行ったほうがいいのではないか

ということに関して、その部分については十分私

どもも検討させていただきたいというふうにし

て、今後どう対応するか、前向きに考えていきた

いというふうに思いますので、御理解いただきた

いというふうに思います。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（北村公志） ＧＩＧＡスクール

構想による遠隔授業についてでございますが、休

校措置に伴う遠隔授業であれば、体育とかは無理

かもしれませんけれども、基本的に小学校５教

科、中学校９教科、全ての授業に関してやれるも

のはやっていきたいと考えております。文部科学

省で示されております標準授業時間につきまして

も、各教科ごとに分かれておりますので、それを

クリアできるように、全部できる科目は全てやっ

ていきたいと考えております。ただ、通常の学級

のように、１学級について１人先生が必要ではな

くなりますので、各学年で１人、オンラインで授

業をやるのか、学校ということにはなりません

で、各学年で誰か代表の先生がオンライン授業を

配信して、それを各生徒が自宅で受けるという形

になる想定でございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 教育長。 

○教育長（與田敏樹） 何点か御答弁をさせてい

ただきたいと思います。 

 まず最初の再質問で、作品展示ということで

おっしゃいましたけれども、正確には作品展示等

ということで、「等」が入っております。ここに

こだわるのは、基本的には今までのような学習発

表会だとか学芸会だとか学校祭は、これは難しい

です、できませんよと、密状態になりますので。

ただ、子供たちが発表する場面については、これ

は学習上、非常に効果があることなので、何か

やっぱり学校としてはやりたいし、やってほしい

ということで、これをホームページにアップした

段階では、それ以上のことを言える状況ではな

かったので、作品展示、余韻を持たせて「等」と

いうことを表現をさせていただきました。ただ、

ここは、今の段階ですと、合唱につきましても、

一方向を向いて距離感を保てばやってもいいです

よということにも変わってきていますので、少し

発表の内容については、作品展示から、もう少し

子供たちのふだんの取り組みが見せられるような

状況になっていくのかなと。ただ、学校規模に

よっては、それが保護者が入れるのか、子供たち

だけになるのかというのは、それはいろいろある

と思いますけれども、いずれにしても、「等」が

ついているということで訂正をしたいというふう

に思います。 

 それから、宿泊研修についても、これは日帰り

だけではなくて、延期、もしくは日帰りというこ

と。延期で宿泊ができるかどうかというのは、ま

だ今の状況でも非常に難しい状態ですけれども、

ただ、これも子供たちの指導上、非常に効果のあ

ることなので、何とかそこは模索をしていきたい

ということで、日帰りに全て決めたという考え方

はまだとっておりません。 

 それから、ＧＩＧＡなのですけれども、これ、

田村議員のおっしゃっているイメージが湧かない

というのは、私自身も含めて、まだ多くの方々が

イメージがわかないのだと思います。これはこれ

から取り組みをしながらイメージをつくってい

く、そのために先生方に委員会をつくっていただ
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いて、具体的な議論をしていただいている。それ

の、道南で言えば先駆的な役割をしているのが附

属なものですから、附属の先生に来ていただい

て、いろいろな紹介をさせていただいているとい

うことなので、それは全てにおいて附属のやり方

がうちでできるかどうかというのは、これは違う

と思います。やっぱり学校の規模だとかいろいろ

なことがありますので、それらを勉強しながら、

タブレットがそろった段階ではスタートラインに

つけて、さあやれるぞという状況には持っていき

たいと。 

 ただ、これは休校になったときだけではなく

て、日常的にも１人に１台タブレットが当たりま

すから、日常的にも使うという形になります。だ

から日常的に使いこなせないで、ことが起こった

ときに、家庭で使えるかといえば、そういうふう

になりませんので、やはり日常的にしっかりと子

供たちにタブレットになじんでいただく。今は１

人に１台、全く当たっていませんので、それを１

人に１台与えることによって大きな進歩を遂げる

のだろうと思います。その進歩の延長線上に、家

庭におけるオンライン学習というのがあると思い

ますので、その辺は、これは大きなお金をかける

わけですから、しっかりと子供たちに学力がつく

ような状況の使い方をしていきたい。そういう意

味では、議員の皆さん方が、いろいろなやり方が

分からないとかイメージが湧かないというような

ことがあると思います。その辺については、これ

からも機会があるたびに御説明をして、理解を得

ながらやっていきたいというふうに思っておりま

すので、ぜひよろしくお願いをしたいなと思いま

す。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） 先ほどの答弁の中で、抗体

検査の関係ですけれども、これは全員というのは

どういう意味で言われたか分からないですけれど

も、私が言いたかったのは、その施設、施設の従

事者の全員という意味ですから。というのは何か

というと、やはり総体的に考えると、そういうこ

とをすることによって、その施設の崩壊を招かな

い対応ができるのではないか。そういう意味で、

入っている人だとか通所してくるという、そうい

う方ではなくて、そこで働く人の抗体検査をしっ

かりやることがやっぱり必要でないですかという

ことですので、そこら辺、もう一度、認識のほう

をお願いしたいと思います。 

 それから、丁寧な御説明がありましたけれど

も、単純にお答え願いたいのは、今、ＧＩＧＡの

説明の中で、自宅で子供たちが、いつ、いつとい

うのは時です。土、日だとか、晩、６時からと

か、それは自由に使えるように子供たちを指導す

るという話なのか、そこら辺、ちょっと私も理解

できないのですけれども、要するに１人１台のパ

ソコンを子供たちに渡した場合に、自宅で子供た

ちがいつやるのか。これは子供たちの自由意思で

できるのか、あるいは決まった時間にやるのか、

そこのところだけちょっと教えてください。 

○議長（木下 敏） 民生部長。 

○民生部長（杉原 太） 抗体検査につきまして

は、次にそういうことが起きないように、事前に

施設の事業に対してできるようにということで、

前向きに検討していきたいと思いますので、よろ

しくお願いします。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（北村公志） ＧＩＧＡスクール

に伴うパソコン、タブレットの導入についてでご

ざいますが、基本的には、最初は学校備品として

の取り扱いになりますので、学校の授業中にそれ

を使っていろいろ授業をやっていただくと。それ

を自宅に持って帰ることは、基本的に何もない状

態では想定してございません。ただ、万が一、コ

ロナに係る休校等が出た場合には、学校備品です

ので、それを児童生徒に貸与して、自宅に持って

帰っていただくと。通常の学校の授業で慣れ親し

んで使えるようになっていただいた上で、休校中

の家庭での授業を想定しております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） 最後に町長にちょっとお伺

いしたいと思いますけれども、今、ニュースなど

で出ておりますけれども、ネットなどにおける誹

謗中傷の問題であります。このコロナの問題で

も、医療関係者、介護施設、あるいは福祉施設、
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こういった従事者、あるいはスーパー、こういう

ところで働いている人方は、やはり感染させたら

ということで、今いろいろと対応策はしています

けれども、やはり人と人との接触の中で、やはり

いろいろなそういう話が聞こえてきます。そし

て、私も誹謗中傷を受けましたし、無言電話だと

か、あるいは電話で一方的に言われて切られると

か、そういったような問題がありまして、私自身

も非常に心に傷がつきますし、まして家族、そし

てこれから恐れられているのは、子供たちに万が

一感染した場合の、こういう誹謗中傷等、こう

いったものをさせない、ましてや町民に対してそ

ういう誹謗中傷の加害者にならない、こういう啓

発運動といいますか、広報等でやはり誹謗中傷す

べきでないとか、あるいは誹謗中傷は町民にさせ

ないとか、そういう何か強い町としての考え方が

お持ちでないかどうかお聞きしたいと思います。 

○議長（木下 敏） 町長。 

○町長（中宮安一） コロナの関係は、収束した

わけではありません。まだ北海道内にコロナウイ

ルスはたくさんおります。ですから、いつ自分が

なるか分からないのです。ですから、この誹謗中

傷している方々も、明日は我が身なのですね、実

は。ですから、そういったことも含めて、明日は

我が身なのだぞということも含めて、決してこの

誹謗中傷をしないような、そういうメッセージを

私のほうから、ホームページなのか、あるいはい

ろいろな形で発信をして、七飯町においてはそう

いう社会にならないような、そういうことをしっ

かりやっていきたいというふうに考えております

ので、御理解を賜りたいと存じます。 

 以上でございます。 

○５番（田村敏郎） 終わります。 

○議長（木下 敏） 田村敏郎議員の一般質問を

終了いたします。 

 暫時休憩いたします。 

午後 ２時０７分 休憩 

───────────── 

午後 ２時２０分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

 一般質問を続けます。 

 通告順に発言を許します。 

 横田有一議員。 

○１番（横田有一） それでは、１問、質問させ

ていただきます。 

 新型コロナウイルスによる町の経済対策につい

て。 

 中華人民共和国湖北省武漢市において、令和元

年１２月以降に新型コロナウイルス肺炎の発生が

報告され、中国を中心に世界各国に拡散した。 

 中国の旧正月には日本各地に中国人が訪れてい

る中、他人事のようにクルーズ船ダイヤモンド・

プリンセス号の状況をテレビ越しに見ていた人た

ちは、さっぽろ雪まつりを契機に全道に感染を広

げ、２月２８日には北海道独自の緊急事態宣言が

発令された。 

 また、４月１６日には全国に緊急事態宣言が出

され、緊急事態宣言は解除されたが、北海道は安

全宣言ができる数値には至っていない。すみませ

ん、これは質問を出した当時のことでありますの

で。 

 町では、基幹産業である農業、観光業を初めと

する各産業が大きな痛手を受けている。最悪の場

合には、倒産する企業が多数出る状況であり、対

策をどのようにしようと考えているのか、町長の

所見を伺いたい。 

 １、町は第１次、第２次、第３次産業の経済状

況をどのようにとらえているのか。また、それに

対する具体的な対策について。 

 ２、町内事業者の金融機関への借入れに対する

保証補給金や利子補給の総額はどのぐらいか。 

 ３、今後、町内事業者向けの助成金に対する町

独自の上乗せ額は考えているのか。 

 ４、町内事業者（補助対象になった飲食店を除

く。）に対する町単独の助成は考えているのか。 

 ①地域公共交通事業者に対する助成額は。 

 ②医療・介護施設に対する助成額は。 

 ③花卉の農業者に対する助成額は。 

 ④観光業者に対する助成額は。 

 よろしくお願いします。 

○議長（木下 敏） 経済部長。 

○経済部長（青山芳弘） １点目の、町は第１

次、第２次、第３次産業の経済状況をどのように



－ 34 － 

とらえているのか、また、それに対する具体的対

策についてですが、北海道においては、２月２８

日に独自の緊急事態宣言を発出し、外出自粛など

を道民にお願いをし、３月１９日に終了いたしま

した。 

 国においては、特別措置法に基づき、４月７日

に東京など７都府県に緊急事態宣言が発出され、

同法に基づき、知事から休業要請や外出自粛など

をお願い、４月１６日に北海道を含む全国に拡大

され、５月４日に、宣言期間満了日を５月３１日

まで延長することが発出されました。 

 その後、国内の感染状況や医療体制などによ

り、国の対策本部の決定に基づき、５月２５日に

全国で宣言を解除しております。 

 このように長い期間、感染拡大防止のため、休

業要請や外出自粛をお願いしたことにより、国内

の経済状況は、特に観光業や飲食業などにおいて

経営悪化が発生しております。 

 町としては、全ての業種とはなりませんが、町

内の状況把握のため、担当職員による個別訪問

や、関係団体等から現状についての聞き取りなど

を実施し、情報収集に努めております。 

 情報収集により、農業関係では、卒業式や入学

式などの年度末及び年度初めのイベントの開催規

模縮小や開催中止により、花卉の３月から５月に

おいて消費需要が大きく減少したこと、また、あ

る製造業においては、物産展などの催事の中止に

よる販路の縮小、観光業及び飲食業では、休業要

請や外出自粛により、食材の在庫が発生するな

ど、厳しい状況となっていると捉えております。 

 これらに対する具体的対策については、国及び

北海道の対策に注視しつつ検討しておりました

が、国は雇用の維持と事業の継続を優先させる資

金繰り支援、雇用調整助成金及び持続化給付金な

どの制度を創設。 

 北海道が非常事態宣言により特別措置法に基づ

き休業要請等に協力する事業者の方に対し、休業

協力感染リスク低減支援金、経営持続化臨時特別

支援金制度を創設いたしました。 

 町としては、北海道の休業協力、感染リスク軽

減支援金が一律３０万円の給付となるよう、北海

道の制度への上乗せや、北海道の支援金の対象と

ならない酒類のほうを提供しなかった飲食店へ３

０万円を支援する休業要請等協力支援金の創設、

商工工業経営安定資金融資保証料補助金及び商工

業経営安定資金融資利子補給制度の拡充対策につ

いての予算を５月１日の第２回臨時会で議決をい

ただき、現在、申請及び支給事務の対応に努めて

おります。 

 このほかに、国の制度ではありますが、国民１

人へ１０万円給付される特別定額給付金事業や、

子育て世帯への臨時特別給付金の事務対応、国の

制度でありますが、資金繰りの支援、雇用調整助

成金及び持続化給付金などに関する問い合わせに

ついても対応してございます。 

 今後は、今定例会に提案しております七飯町一

般会計補正予算（第４号）に、福祉施設、医療機

関、子育て施設などへの支援、町内経済を早急に

回復するための一つの対策として、七飯町クーポ

ン券発行事業などを計上させていただいておりま

すが、今後も引き続きこれまでの支援金等の対象

となっていない方への支援のあり方や、収束後の

経済活動の回復のための支援などについて、国の

２次補正が閣議決定されたことから、その内容を

踏まえながら、早急に対応してまいりたいと思っ

ておりますので、御理解のほどお願い申し上げま

す。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） それでは、私のほ

うから御答弁させていただきます。 

 ２点目の、町内事業者の金融機関への借入れに

対する保証補給金や利子補給の総額はどのくらい

かでございますが、令和２年２月２８日に発表さ

れた北海道の緊急事態宣言以降から現在までの融

資件数は１３件、融資額にいたしまして４,１７

０万円となっており、保証料補給額は７６万４,

７８６円となっております。また、利子補給額に

つきましては、毎年度、上期と下期に利子補給を

実施しており、支払い利息の実績に基づき補給し

ていることから、今後、上期分として、令和２年

４月から９月までの支払い利息の実績に基づき補

給することで対応してまいります。 

 また、国による資金繰り支援の強化に伴い、利
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用が急増しているセーフティネット保証につきま

しては、町内事業者の円滑な資金調達を後押しす

るため、迅速に対応することとしており、市町村

認定書の即日発行に努めているところでございま

す。 

 ３点目の、今後、町内事業者向けの助成金に対

す。町単独の上乗せ額は考えているのかでござい

ますが、令和２年４月１７日に北海道が決定した

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため

の北海道における緊急事態措置によります北海道

の休業要請等に協力する事業者への休業協力感染

リスク低減支援金の支給にあわせまして、令和２

年第２回臨時会にて、七飯町独自の支援金と北海

道の支援金とで一律３０万円となるように一般会

計補正予算を可決いただきまして、七飯町休業要

請等協力支援金の支給を実施しているところでご

ざいます。七飯町独自の支援金につきましては、

休業要請等の期間を５月１５日金曜日までとして

おりまして、翌週の２１日に１回目の支給を行

い、現在まで３７件、合計１,１１０万円の支給

決定を行っております。 

 北海道の支援金の対象となっている事業者につ

きましては、町への新たな申請を不要とし、北海

道から支給データが届き次第、一律３０万円とな

るよう支給決定を行ってまいります。 

 国におきましては、第２次補正予算案を閣議決

定し、新型コロナウイルス感染症により打撃を受

けた企業に対し、資金繰り支援の強化、店舗等の

家賃支払いへの家賃支援給付金、雇用の維持を支

援する雇用調整助成金の上限の引き上げ、感染症

第二波などに備えた医療体制の強化を盛り込んで

おり、こういった国や北海道の対策とともに、七

飯町が実施すべき対策を適時適切に実施してまい

りたいと考えておりますので、御理解、御協力を

お願いいたします。 

 ４点目の、町内事業者に対する町単独の助成は

考えているのかですが、④観光業者に対する助成

枠につきましては、３点目で御答弁申し上げまし

たのと同様に、国の第２次補正予算案が閣議決定

されておりますので、七飯町が実施すべき対策を

適時適切に実施してまいりたいと考えております

ので、御理解、御協力をお願いいたします。 

 なお、このたびの第２回定例会に提案されてお

ります令和２年度一般会計補正予算第４号で計上

しております七飯町クーポン券発行事業費は、消

費の喚起、下支えにより、町民の皆様の御協力を

得て町内の経済を活性化する事業であり、町内事

業者を支援するものでありますので、御理解、御

協力をお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） ４点目の、町内事

業者（補助対象になった飲食店を除く）に対する

町単独の助成の考えについてですが、①の地域公

共交通事業者に対する助成額はとのことについて

お答えいたします。 

 政府は、緊急事態宣言発出の中、生活や企業活

動に支障が出ないよう、交通機関に運行の継続を

要請しておりましたが、外出自粛で通勤通学や日

常生活の足としての利用が減り、収入が激減して

おり、地域の公共交通事業者が厳しい経営環境に

あることは承知してございます。 

 現在、地域公共交通事業者に対する助成額とい

たしましては、国の第１次地方創生臨時交付金を

活用し、１事業者当たり５万円のアップル商品券

による慰労と感染予防継続への支援と、疲弊しつ

つある町内経済回復を目指すところでございま

す。引き続き町全体のバランスを考慮しながら対

応してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 子育て健康支援課長。 

○子育て健康支援課長（岩上 剛） ４点目の②

医療施設に対する助成額についてでございます

が、今回の事態を受けまして、患者数減少の影響

を受けている医療機関等もあろうかと思っており

ます。前年度に比べて大きく売り上げが減少した

事業者のための持続化給付金は、医療機関に対し

ても対象となっておりますが、町独自の医療機関

への助成については、今後も事態の長期化を注視

しつつ、全町的に対象事業者等に対する支援内容

及び支援額等のバランスも考慮しながら対応して

まいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 福祉課長。 
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○福祉課長（村山德收） ４点目の、町内事業者

（補助対象になった飲食店を除く）に対する町単

独助成の考えについての②の医療・介護施設等に

対する助成額はのうち、介護施設に対する助成額

についてお答えいたします。 

 政府の緊急事態宣言発出以前から、町民の生活

支援のため、介護施設の運営は継続されておりま

したが、令和２年２月２８日の北海道の緊急事態

宣言から令和２年５月２５日の政府の緊急事態宣

言解除までの間、介護保険サービスの利用者が自

粛などにより利用しなかった実人員は１７５名、

その利用者が少なくとも１週間は利用するとした

場合、２月から５月までは１７週であることか

ら、延べ２,９７５名がサービスを利用されてい

ないと勘案されます。 

 それに連動し、令和２年２月から３月分までの

介護保険給付費を緊急事態宣言直前の令和２年１

月分と対比した増減割合の推移でございますが、

居宅介護サービス費、２月、マイナス５.９％、

３月、マイナス２.８％。介護予防サービス費、

２月、プラス２０％、３月、マイナス２.６％。

地域密着型サービス費、２月、マイナス３.３

％、３月、プラス０.４％。介護予防日常生活支

援総合事業、訪問型、２月、プラス９.７％、３

月、プラス８％。介護予防日常生活支援総合事

業、通所型、２月、プラス１０.４％、３月、マ

イナス２０.１％となっており、特に要支援の方

が利用する３月分の介護予防日常生活支援総合事

業の通所型の給付費がマイナス２０.１％と大き

く減少しております。給付費が大きく減少してい

る月は、利用者の多くが自粛し始めた２月２８日

の緊急事態発出直後の３月分であり、４月、５月

分の給付額はまだ確定しておりませんが、減少し

ていると推察されます。介護施設は、町民の生活

上、必要不可欠なものであることから、今後の給

付額等を注視し、対応してまいりたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 農林水産課長。 

○農林水産課長（田中正彦） アルストロメリア

を主力とする花卉農家につきましては、緊急事態

宣言による冠婚葬祭の縮小や自粛、卒業式及び入

学式等の慶事の取りやめ、花屋の営業自粛及び不

要不急の外出自粛要請等による消費機運の低迷、

このことにより、消費需要が減少し、市場取り引

き価格の下落につながったこと、航空機の減便に

より本州市場への輸送手段を失ったことにより、

出荷先を分散できず、市場が道内に限られたこ

と、このことから、道内市場における商品の飽和

状態が起こり、市場取り引き価格の下落につな

がったこと、市場価格の低下を防ぐため、下等級

品商品の刈り取り、廃棄等により生産調整、出荷

停止を行ったこと、例年になく少雪暖冬ではあっ

たが、例年どおり暖房用燃油価格は高どまりで推

移したこと、これらのことから、アルストロメリ

アが主力生産の花卉農家における影響につきまし

ては、農協取扱高対前年比のデータになります

と、数量は増大しているものの、金額については

低い状況となっております。 

 このことから、花卉農家への支援策等について

は、国の２次補正、地方創生臨時交付金の活用等

について、また、町内全体のバランスを考慮、関

係機関と協議しながら、収入保険への加入を勧め

ながら、適時適切に実施してまいりたいと考えて

おりますので、御理解願います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） 経済状況については、まさ

しくそのとおりでないかと思うし、それに対する

具体的対策というのが思ったほどなされていない

のでないかなというふうに思っていますので、そ

の点、おのおのの、２番、３番、４番のところで

質問させていただきたいなというふうに思ってい

ます。 

 ２番、３番、４番、適当に重なっていますの

で、そこのところだけ御了解してください。 

 今、各北海道の自治体とかでいろいろな上乗せ

をやっている事業とかがありますよね。例えば七

飯町より、一番北海道で大きい町村であります音

更では、中小企業者等事業継続支援給付金という

のがあって、１法人に対して３０万円、それか

ら、個人事業者に対して２０万円というのがあっ

て、令和２年の４月から９月の間で、連続２か月

が前年対比の２０％以上の減または連続する２か
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月の売り上げの平均が令和２年の１月から３月の

いずれかの売り上げより２０％以上下がった場

合、この３０万円を出す。 

 町のほうのそういうのを今話を聞いていても、

国のやったものに対して出したというのがあるの

ですけれども、本当に独自のものをやっていった

というものが余り見えない。音更町でこう対応し

て、七飯町と縁の深い、例えば四国の三木町さ

ん、やはり雇用維持支援助成金事業ということ

で、雇用調整助成金の代理業務をやってくれる業

者、例えば函館の社労士会とかというのがあるの

ですけれども、そういうところに委託すれば１０

万円出しますよと。結局今、七飯町の現在の事業

者というのは、皆さん売り上げが落ちているとい

うことは確かなので、やはりそういうものをいた

だいて、いかに生きのびていく、そしてコロナが

解決したときに頑張れるというふうなものにして

いくということは、やっぱりそういう休業保障と

いうものをもらいながらやっていかなければなか

なか厳しい。三木町さんでは１０万円、函館市で

は４０万円出すのですよね。七飯町はそういう事

業をやっているかというと、ないですよね。やは

り今、この時期というのは、このやつが６月３０

日に１回切れるのですよ。９月３０日まで延びま

した。うちの同僚議員にもっと詳しい人がいるの

ですけれども、延びましたよというふうな形で今

やっている。やっぱりそういうものを使って、

やっぱり１社でも倒産の会社が出ないようにす

る。それというのは、やはりふだんから皆さんは

税金を払っていただいて、それでこうやって皆さ

んだってやっている、そういうわけであるので、

ぜひそういうものをやっていただけるのかどうか

というのがまず１点。 

 隣まちの北斗市、国の助成金に対して上乗せを

しますよと。最大限で決定額の８分の１または１

８分の１を掛けた数字で、限度額としては１００

万円まで出しますよと。やっぱりそういうふうに

企業を大事にしていくというふうな姿勢が見えて

いる。少なくても七飯町にも大きな事業者がたく

さんあるのですけれども、そういうものを、なか

なかやっていただいていないというふうに見える

のだけれども、それにかわるものがあるのだった

らひとつ出していただきたいなというふうに思い

ます。 

 新聞でも出ていましたけれども、一番大きいの

は、高齢者へのタクシーの利用券、そういうのが

あって、初乗りを無料にするということで、１所

帯１０万円というふうにして、これははっきり

言ってタクシー業者は大変ゆるくない。それをど

うやって救ってあげるのかということをやったら

ば、こういうのと組み合わせしていけばいいので

はないかということで、多分これというのは出て

きたのではないかというふうに思います。 

 それから、医療福祉機関で、やはり今、マスク

が不足しています。マスクも不足している、それ

から防護服もない、顔面のホルダーとか、そうい

うものが全然ないのですよ。そういうものに対す

る医療福祉施設に対するものはやってくれている

のかというのがちょっと見えないので、その辺、

あるのでしたらひとつ出していただきたいなと。 

 中には、中札内、帯広のほうですけれども、な

かなかマスクが手に入らないからと、早いときに

もう既にマスクの１箱５０枚入りを１,０００円

で買ってくださいよというふうな、そういう整理

券を出している、そういうのもあります。 

 そういうのをやはりやっていくということに

よって、業者も安全面で毎日利用者とか、コロナ

と疑われる人たちに対して対応していって、大変

ストレスがたまっている中でやっているのだか

ら、そういうものをやはりきちっとそういうもの

にならないように、やはりそういう設備がきちっ

とできているのかどうかというのをちょっとお願

いしたいなというふうに思います。 

 それから、中には持続化給付金に対して５万円

アップしている。自分のところで自治体で５万円

上乗せしてつけているというところもあります。

そういうふうな独自のそういう上乗せというもの

をやっていくというところもあるし、国、北海道

にあわせながらやっていく。 

 七飯町としては、今まであったのは、飲食店の

３０万円の件しか見えない。そういうものに対し

て、やっぱり地元の企業さんが元気になれるよう

にしていっていただきたい。元気になれるという

より、まずは倒産が１件でもないようにしていた
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だきたいなというのがあって、その辺、どういう

ふうに考えているのか、お願いしたいと思いま

す。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） 今の再質問につき

まして御答弁をさせていただきます。 

 まず１点、こちらは先週届きました情報なので

すが、国で、いわゆる厚生労働省で行っておりま

す雇用調整助成金につきましては、これの申請に

おける社会保険労務士に対する補助などがほかの

自治体で行われている例があるということでござ

いました。 

 そこで、ちょうど国のほうでも、雇用調整助成

金の使い勝手、それから拡充も含めまして対応を

したところでございまして、雇用調整助成金の申

請手続の支援のために、申請書類の大幅な簡素化

の実施と、併せまして、社会保険労務士の資格を

有するアドバイザーが要請のあった事業所へ訪問

等による個別対応も含めて申請手続の支援を実施

していくということに現在なっております。一応

このようなところもお問い合わせ等に対しまして

は御案内をさせていただいて、国のこういった制

度の利用も促していきたいと考えてございます。 

 そのほかに、町の独自の給付金等、そういった

ものは考えていないのかというような中身でござ

いました。現在、本定例会に御提案申し上げてい

る部分、先ほども御答弁申し上げましたとおり、

商工観光課所管分につきましては、七飯町のクー

ポン券発行事業費、こちらのほうを御提案させて

いただいているところでございます。 

 このほかにも、先ほど御答弁申し上げました

が、国、それから北海道のほう、こういったとこ

ろの実施する事業も確認しながら、七飯町独自の

給付等、そういった制度の設計につきましても進

めてまいりたいと考えてございます。 

 今回の定例会の提案が七飯町のコロナ対策の全

てではなくて、その都度、スピード感を持って、

様々な支援を事業化してまいりたいと思いますの

で、御協力のほどよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） 私のほうから、北

斗市の例を出されまして、高齢者のタクシー利用

券のことがございましたので、そちらのほうを答

弁させていただきたいと思います。 

 まず、タクシー事業における収入等の冷え込み

といいますか、そういった状況を考えますと、３

月までには１割程度の収入というところで押さえ

ておりました。それが、緊急事態発出後には約６

割から７割に収入が落ちてしまったというような

統計といいますか、そういった調査もいただいて

ございます。タクシー事業者等、バスもそうなの

ですけれども、収入状況としてはなかなか厳しい

というところは承知してございました。近隣の状

況を見ますと、高齢者の足を確保するということ

でタクシーチケットを配布するというようなこと

も聞いてございます。七飯町におきましては、タ

クシーチケットというのは、実際はちょっと経済

状況を回すためにはちょっと時間がかかるという

のもございますので、そういった部分も含めなが

ら、もっと効果的なものを今後考えていく必要が

あるということで、商工観光課と同様に、今後の

経済状況がすぐ回復できるような仕組みを考えて

いきたいというふうに思ってございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 子育て健康支援課長。 

○子育て健康支援課長（岩上 剛） 医療機関等

への生理用品の現状として配布、そういうことを

これまでも、やっぱりこの情勢の中で、マスク自

体が国内からなかなか手に入りづらいという状況

が長きにわたって続いたものですから、これにつ

きましては、各医療機関の在庫状況等、定期的に

調査させていただいて、その残数をもとに、不足

する枚数を町の防災のほうでストックしているマ

スクがございまして、それを８,０００枚、保健

センターのほうにお預かりをさせていただいて、

急遽、お配りした経緯がございます。また、これ

については、子育て関係施設も継続要請の対象と

なっておりましたので、併せてその８,０００枚

の中で配布をさせいただきました。 

 また、今回の補正の中で、マスク３万枚とアル

コール消毒液１００本、そして電子体温計など、

今後の二波、三波に備えたり衛生用品を確保して
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まいりたいということで提案させていただいてお

りますので、これは介護施設だとか小中学校、医

療機関、消防、その他のところに不足となる施設

に対してお配りをする予定で考えておりますの

で、御理解のほどよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 福祉課長。 

○福祉課長（村山德收） 介護施設等に対する防

護服等でございますが、先ほど子育て健康支援課

長が答えたとおり、今回の補正の中で提案させて

いただいている各種相談支援窓口開設事業という

ことで、マスク３万枚、消毒１００本、電子体温

計３５本、防護服５０組等の中に入っていると。

その中で、今、子育て支援課長のほうでも、介護

施設、小中学校、子育て関連施設、医療機関、消

防などに提供するための確保する予算をつけさせ

ていただいたというところで答弁させていただい

ているので、私どもも、この予算の中で、もし防

護服等、必要な施設があれば、民生部の中で協力

して執行していきたいと考えておるところでござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） ちょっと最後のほうに話さ

れた介護、医療のほうの関係なのですけれども、

これ、実際に配るマスクというのはサージカルマ

スクということなのですか。そういうのでないと

全然効き目がないということで、医療の方々が皆

さんそういうのを使っているのですけれども、そ

ういうものを購入してお分けするということなの

か。 

 それから、ガウンとかゴーグルだとか使い捨て

のゴム手袋とか、そういうものがあるのだけれど

も、そういうのがほとんど今、手に入らないです

よね。そういうものについてはどういうふうにし

ているのか。 

 それからまた、同じく消毒用のエタノール、こ

れも手に入らないのですけれども、おたくたち、

何か手に入る方法をお持ちしているのか。これ、

例えば用意しますよといっても、今年の秋なのか

来年の春なのか分からないようなものなのだった

らどういう意味もないから、それはそれなりにそ

ういうルートを持ってそういう話をしているの

か。 

 それから、先ほどの地域公共交通に対して、５

万円くれますよと。これは現金ということでいい

のかなということ。 

 それから、それというのは、地域公共交通とい

うことは、少なくとも、今、一般的に言われてい

るそういう方々に対するものか、それから、例え

ば町内での業者というのは何社あって、個人タク

シーは何台あって、バス事業者というのは何件ぐ

らいあるのか、これも５万円というのは現金です

ということかということ。 

 それから、町がする利息の補塡とか補償金と

か、これは１,０００万円というのがたしか限度

だと思っていたのですけれども、それは１,００

０万円でいいのかどうか、もう１回、ちょっと教

えてください。 

 それから、もう終わったのですけれども、まだ

申請は残っていると思うのですけれども、今現在

で医療関係の３０万円の七飯町の単費に対する助

成金は、申請はどのぐらい出たのかというのを教

えていただきたいなと。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） 私のほうから、商

工業の利子補給関係の限度額の件で御説明をさせ

ていただきます。 

 議員おっしゃるとおり、七飯町商工業経営安定

資金融資制度につきましては、１事業所につきま

して、運転資金として５００万円まで、設備資金

として５００万円まで、合計１,０００万円を限

度額として融資をする制度でございます。冒頭答

弁の中で御説明いたしました４,１７０万円の融

資額というのは、令和２年２月２８日の北海道の

緊急事態宣言以降、現在までの融資の件数につき

まして１３件、それぞれ限度額の範囲の中で融資

を実行しておりまして、これの融資を実行した決

定金額が４,１７０万円という御説明でございま

す。 

 それから、町の支援金、休業要請等協力支援金

の関係でございますが、こちらは北海道と七飯町

の制度をあわせて一律３０万円という制度を設計
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してございます。ただし、現在のところ、当初、

北海道の支給決定データにつきましては、その決

定データをもって、七飯町が３０万円に至るまで

の金額を支給するという制度でございますが、北

海道からまだそのデータが到達してございません

ので、七飯町独自の部分の件数のみになります

が、こちらは現在までで３７件、それぞれ３０万

円ですので、１,１１０万円を支給決定している

ところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） 私のほうからは、

公共交通事業者に対します５万円の部分の支援に

ついて答弁させていただきたいと思います。 

 この支援につきましては、新型コロナウイルス

感染症が拡大する状況下において、社会システム

を維持するために、必要な公共交通事業者に対し

まして、地域の生活を守るため、日常的に感染リ

スクの高い密閉空間における業務を続けてこられ

たことを慰労し、そして、併せて感染予防対策へ

の取り組みを支援するためということの目的で実

施するものでございます。 

 事業者につきましては、道路運送法に定めます

一般乗り合い旅客自動車運送事業、いわゆる乗り

合いのバスでございますけれども、法人で１社に

なってございます。そして、一般乗用旅客自動車

運送事業が対象になりますが、タクシー事業者で

ございますが、法人が社、そして個人タクシーが

２者となっております。そのほかに、福祉タク

シーを営む法人が１社、個人が３者、全て合わせ

ますと１０者が対象というところで考えてござい

ます。こちらは、給付に当たりましては、１事業

者当たり５万円としてございますが、アップル商

品券を活用しまして、地域の経済を回すというと

ころで努めていきたいというふうに思ってござい

ます。今定例会に補正予算を上程してございま

す。予算がもし可決いたしましたら、速やかに実

施してまいりたいというふうに思ってございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 子育て健康支援課長。 

○子育て健康支援課長（岩上 剛） マスク等の

種類、そして消毒液等、防護服の確保についてで

ございますけれども、まず、先ほど答弁させてい

ただいた今後の備えとしてのマスク３万枚、この

中に医療機関への配付分ということも考慮しなが

ら、その種類を、ある程度医療機関用、一般用と

いうふうな区分けをしていきながら、その辺の発

注を行っていきたいなというふうに考えておりま

す。 

 また、消毒液、防護服、なかなか今の時点でも

確かに手に入ることが難しい状況です。納期限も

定かに分からない中で、とりあえずはほとんどセ

リ状態になっていまして、各業者も、今、今日中

にストックしなければ、なかなか次の納期が定ま

らない、なかなか手に入らないだとか、そういう

ちょっと御案内がある中で、町としては、町内の

取り引き可能な事業者に随時情報提供いただきな

がら、一遍にたくさんの枚数、数量確保というの

はなかなか難しいものですから、その辺は事業者

に可能な限りの数を教えていただいた中で発注す

るような、そういう方向性で今のところ考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） 今のマスクの関係というの

は、実際にものは入らないですよと言っているの

だったら、皆さんそれなりに、例えば今やってい

る介護施設なり医療機関なりというのは自分で、

函館でなくて札幌とか東京が本社とかというとこ

ろと皆さんおつき合いしているのだから、そうい

うところが手に入らないよと言っているのですか

ら、町内業者のところに頼んでも、ほとんど無理

ではないかと思うのですよね。それだったら、む

しろ反対にそういうのは現金でおわけして、もの

でなくて現金で渡したほうが僕は皆さん助かるの

でないかと思うのですよね。それなりのルートを

持ってやっていってくれる。それだったら、もう

もらったときはコロナは終わってしまったよなど

というときにもらっても意味がないのではないか

と思うので、その辺、どういうふうに考えるのか

ということをお願いしたいなと思います。 

 それから、飲食店の３０万円の短期の部分で３

７件、今やりましたよと。最初予定したのはどの
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ぐらいあるというふう考えているのか、ちょっと

教えていただきたいなというふうに思います。 

 それから、先ほど最後のほうに、課長、何かも

にゃもにゃと言ったので、僕、よく聞き取れな

かったのですけれども、聞こえたのは、タクシー

会社が３件でバスが２件、あと５件とか何件とい

うのはちょっと聞こえないので、もう１回そこの

ところを教えていただきたいと思うし、それか

ら、北海道は今回、これで３０万円出すのですよ

ね。例えばバス、タクシーとか、そういう地域公

共交通に対して。これ、二、三日前に分かった話

なのですけれども、函館市は、事業者に対して３

０万円、個人者に対して１０万円、七飯町は何で

渡すのですかと聞いたときに、まだ回答をいただ

いていないのですけれども、現金なのかどうかと

いうのは、個人さんと、確かに七飯の業者さんは

小さいかもしれないけれども、それだってやはり

１台、２台とわけが違うのですから、そこのとこ

ろ、どうなのかなと思うのですよ。そういうとこ

ろがあるだろうし、介護タクシーだって、私が押

さえている数字は２社なのですよね。だからそこ

のところの数字がちょっと違うのでないかと思う

ので、少なくてもそういうものというのはやはり

きちっとした数字を押さえながら予算を組んでい

かなければいけないし、余りましたからよかった

ねというようなわけにいかない。 

 今、こういう時期だから、いろいろなものに対

していろいろなものを助成なり何なりしていかね

ば駄目だよというふうになっているので、そこの

ところをどういうふうに考えているのか、再度お

願いしたいなと思うし、先ほどの１,０００万円

のやつ、運営関係に対して５００万円、設備に５

００万円というふうに言っていたのですれども、

これで足りるのですかねと思うのですよね、それ

なりの。それで足りるところもある。でも、それ

でまだ足りないところというのはたくさんあると

思うのですよね。だから、これはやはりコロナな

のだから、町側に本当に１件の落後者もなく、倒

産がなく過ごせるというようにするには、これで

いいのかということをちょっともう１回教えてい

ただきたいと思います。 

 それから、花卉の栽培の話、ちょっと忘れてい

たのですけれども、今、本当に、先ほど課長が

言ったように、遠くに持っていけない、それか

ら、結婚式だとかそういうお祝い事も少ない、こ

の前は母の日だといってもそういうものをやって

られないよと聞いて、かなり値段が下がってきて

いる。これは全国的にそうなのですよね、花卉と

いうのは。これからのやつというのは、これから

植えていくものは生産調整できるから、そんなに

値段は下がらない。でも、これからでなくて、こ

の時期までにできて、植える前にできているも

の、もう植えてしまったものに対しては、やはり

農家さんだって大変な話だと僕は思うのですよ

ね。そこのところをどういうふうに、農家の場合

の補助金、助成金というのはいろいろあるのです

けれども、例えば経営継続補助金というのがあり

まして、そういうのでしたら、従業員２０名以下

のところだったら補助率４分の３、共同申請でや

れば１,０００万円、個人、２０人以下だったら

１００万円とか、それから低額でやる、５０万円

とか、共同申請で５００万円とか、こういうのが

あるのですよね。何か農家さんに対しても、もう

つくったのだから、あなたたちがやったのだから

どうだよと、先ほど陳情書か何かが上がってきた

のを見せていただきましたけれども、かなりゆる

くない。そういうものに対してどういうふうに時

間をあけないで、お金がなくならないようにやっ

ていくというにはどうしたらいいのかというのは

どういうふうに考えているのか、ちょっと教えて

いただきたいなというふう思います。 

 それから、観光業者に対して、本当に大沼なん

てインバウンドのお客さんが多かった。インバウ

ンドなんて、日本的に見ると、国内で見ると、９

９.９％の減だというふうになっていますよね。

その中で、そういうお客さんが来なくなった中

で、本当に空気を運んでいるのではないかという

ふうにある人が言っていましたけれども、本当に

きれいな大沼だよというふうな発言をする人もい

る。それほど人が来ていないという中を、それを

クーポンでやるのかどうかよく分からないですけ

れども、観光業者に対する考え方というのが、か

なりの数が減っているという中で、それから、そ

こに行きたいというふうな流れにならないよとい
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うのが、例えばありますよね。例えば駐車場代と

かが、６月一杯までは無料だよというふうになっ

ていると聞いていましたけれども、やはり大沼に

行くと、１時間いようが何時間いようがとられて

しまうよねというふうな、だから大沼というの

は、団子を食べて、ジャンボ焼きそばを食べてと

かといって、さっと帰ってしまう、それこそ２時

間観光というふうに言われてしまう。やっぱりそ

ういうところを、例えばそのクーポンを使って、

本当に行きたいというふうにするにはどうしたら

いいのかというのは、どうも町と地元の協会との

間にギャップがあるような気がするのですよね。

そういうものに対してどういうふうにして埋めて

いくのかというのをちょっと教えていただきたい

と思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） 私のほうからは、

今、御質問の最後の観光業への対応、それともう

１点、融資制度の関係で御説明をさせていただき

たいと思います。 

 まず、融資制度のほうなのですが、実は冒頭の

答弁の際に御説明しましたとおり、国において２

次の補正予算が閣議決定されて、現在、大変資金

繰りの支援も非常に強化されているところでござ

います。例えば都道府県に対しましても、都道府

県の融資制度の利用の際に、利子補給や信用保証

料の補給というものが適用されてきております。 

 そういった中で、七飯町は当初から５００万円

を限度額として定めております。これはいわゆる

資本額、出資の総額が１,０００万円以下だと

か、そういった小規模の事業所さんを手当するた

めの融資制度を七飯町として持ってございます。

この考え方に基づきまして、これ以上の大きな金

額の融資を希望される場合は、現在、七飯町同

等、もしくはそれよりも有利な条件で国や都道府

県の融資制度を活用することができるようになっ

てまいりました。ただし、それほどの資金は要ら

ないけれども、５００万円以上必要だよといった

ときに、先般、据え置き期間の６か月から１年以

内ということで改正をさせていただきまして、こ

ういった使い勝手の面で皆様の御理解をいただき

まして、使い勝手を拡充してまいりました。 

 ということで、今ある国が行っている融資制度

等と七飯町の融資制度、それぞれの利点を生かし

て融資を受けると言った選択肢もできてまいりま

した。このような中で、現状、七飯町といたしま

しては、このまま中小の事業者さんの支援という

ことも鑑みまして、当面の間、５００万円で進ん

でまいりたいと考えているところでございます。 

 ただし、コロナウイルスの影響のいかんにより

ましては、これで不十分だという判断になるかも

しれません。その際には、直ちに御提案申し上げ

て、拡充に努めてまいりたいと思いますので、御

理解のほどよろしくお願いいたします。 

 観光の関係です。今御指摘のありましたとおり

でございます。特にコロナウイルスが前年の１２

月ごろ、中国で発生をしたと。それから、ちょう

ど冬の七飯町の観光におきまして、特に中国、こ

ういったところからいらっしゃる方々の影響とい

うのは非常に大きいところがございます。特に冬

期間の観光につきましては、インバウンドの方々

によって支えられていると言っても過言ではござ

いません。宿泊者数につきましても、年間を通し

て４割がインバウンドというような状況でござい

ます。お客様が２月２８日、北海道の緊急事態宣

言、これを契機に大変外出自粛が浸透しまして、

大沼の観光業は大変なことになりました。バスが

１台もない、人影もないというような状況でござ

います。ただし、例えば先週末とか、天気にも恵

まれて、多少の人手が見込まれてきたところでは

ございますが、まだまだ本来の姿ではないと思っ

てございます。 

 特に今回御提案申し上げていますクーポン券事

業、これにつきましては、七飯町内の町民の皆様

にこのクーポン券を利用していただいて、大沼、

それから本町、大中山地区、それぞれぐるっと

回っていただいて、経済を加速させていただきた

い、そういった思いで提案をさせていただいてい

る事業でございます。当然、地元としましても、

せっかくのクーポン券事業ですので、これに対し

て、例えば割り引きをするよだとか、緊急で輸送

手段を準備するとか、そういったことも案として

考えられるところでございますので、そういった
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ところにつきましては、地元のコンベンション協

会にいろいろお話をさせていただいて、よりよい

事業成果になりますように努めてまいりたいと思

いますので、御理解のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 ちょっと前後しましたが、七飯町の融資制度の

融資件数の当初の見込みは、当初予算に計上分が

新規１０件。（発言する者あり） 

 すみません、支援金ですね。申し訳ございませ

ん。休業等支援金は、当初、こちらのほうで営業

許可証等が発行されている七飯町の事業者を保健

所のデータに基づきまして拾いました。そして、

これに対して、そこに掲載されていないところも

あろうかということで、その件数におおむね１５

％掛けたものを件数として計上してございます。

よって、こちらのほうは２０３件分計上させてい

ただいております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 子育て健康支援課長。 

○子育て健康支援課長（岩上 剛） マスクの件

についてでございますけれども、なかなか今、入

手困難な状況の中で、配布、町のほうからするよ

りも、現金支給したほうがいいのではという御提

案もございまして、これについては、まず各施設

の継続要請を受けている事業所をまず最優先に考

えまして、これについては町独自の持続化の上乗

せだとか、そういうことでの支援の内容として検

討していければなと、これは今後ちょっと課題と

して考えさせていただければというふうに思いま

す。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） 私のほうからは、

交通事業者に対する支援の部分について回答させ

ていただきたいと思います。 

 まず、タクシー事業者さんと交通事業者さん等

の数でございますけれども、バス会社さんが１

者、法人でございます。そして、タクシーの法人

の会社が３社でございます。個人タクシーを営む

方がお二方いらっしゃいます。そして、福祉タク

シーでございますが、法人が１社です。個人が３

名となってございます。合計１０でございます

が、こちらは函館運輸支局のほうに確認しまし

て、道路運送法に基づくそれぞれの許認可を得て

いる数を運輸支局から確認をさせていただいたと

ころでございます。この部分で予算等を考えてい

るというところでございます。 

 続いて、事業に対する現金給付なのかアップル

商品券なのかというところでございますけれど

も、収支の不足を補うものであれば現金給付とい

うような形になろうかなというふうに思ってござ

います。そして、函館市の事例等ございました。

函館市であれば、法人は３０万円、個人について

は１０万円ということのお話でございますけれど

も、やはり七飯町といたしましては、交通事業者

だけではございません。他の業種もございますの

で、町内の全体のバランスを考慮しながら検討を

加えていくというところでございますので、御理

解のほどよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 福祉課長。 

○福祉課長（村山德收） 介護施設等のマスク等

のものでございますが、議員御質問にあったとお

り、マスクなど、現状、地元ではなかなか入手で

きないという状況でございますので、今後、先ほ

ど来から国の２次補正云々、あとは持続化給付金

プラスアルファ、いろいろな選択肢があるとは思

うのですけれども、町役場、各課のバランスをと

りながら、そういうマスク等の支援も現金で給付

できるかどうかも含めて、今後、積極的に対応し

ていきたいなと思っていますので、御理解のほど

よろしくお願いします。 

○議長（木下 敏） 副町長。 

○副町長（宮田 東） それでは私のほうから、

全体的な話としてお答えさせていただきたいなと

思ってございます。 

 横田議員おっしゃるとおり、コロナが出てか

ら、北海道においては約３か月間、かなり自粛の

関係だとか、休業要請だとかいうような形で、経

済的なものはかなりひっ迫している状態で、かな

り売り上げも減少してきている、利用者も減って

きているというような形で、大きな打撃を受けて

いると。これは経済に携わっているお店だけでは

なくて、今、何回か出ていましたが、医療機関に
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ついてもそうでしょうし、介護事業者についても

そうだと思います。そのあたり、全体の七飯町の

バランスを見ながら、町としては対策を講じてま

いりたいなと。 

 今回の定例会においては、補正予算として計上

させていただきました。この今計上したものにつ

いては、国からの支援の部分については、１次的

な形のものの支援の金額と、それとあわせて単独

の部分と上乗せして補正を組まさせていただいて

います。 

 先ほど答弁にもありましたけれども、今度、第

２次の地方創生の関係が国からまいります。その

金額がまだ確定してございません。それが確定次

第、経済部長も答弁いたしましたけれども、広く

というのは、今の段階についてはある程度限定さ

れたものですが、七飯町全体にいろいろな事業

主、個人の方も含めて、かなり影響が多種にわ

たった職種にわたっておりますので、その辺を見

直ししながら、バランスよく、国からいただく地

方創生の分の給付金を利用させていただきたいな

と。それの検討を入れまして、できるだけ早い時

期に、もう１回、臨時会の開催をお願いして、補

正を組みたいという考え方で今現在進んでいると

いうことです。そのときには、当然、売り上げが

減ってきている部分だとか、そういう部分につい

て、当然、考慮に入れて、今回支援したからそれ

で終わりということではなくて、トータルとし

て、全体としてのバランスを見ながら対策を講じ

てまいりたいと思ってございますので、それにつ

いては御理解いただきたい。 

 ちょっと今のところの段階で、今の部分しか答

えられませんけれども、その先もあるのだという

ようなことで、ひとつ御理解をお願いしたいな

と。その前段としては、また議員の皆様にも情報

提供させていただきながら、御意見をいただきな

がら、いいものといいましょうか、七飯町として

いいものにしていきたいなというような形の中で

支援してまいりたいという考え方をしております

ので、ひとつ御理解をお願いしたいと思います。 

 私のほうからは以上です。 

○議長（木下 敏） 農林水産課長。 

○農林水産課長（田中正彦） 花卉のカーネー

ションを主力生産、花卉農家につきましては、緊

急事態宣言により、消費需要の動向が鈍化したこ

とに鑑み、無理な暖房等を控え、出荷時期をなる

べく先延ばしするべく方策を実施しております。

このことから、５月２９日の出荷初日より、共選

施設取り扱い量については前年より少なく推移し

ているとのことであります。 

 いずれにしましても、七飯町花卉の主力種であ

りますカーネーションについては、７月ないし８

月をピークとしており、トラックによる本州市場

への出荷も可能となります。また、緊急事態宣言

解除による国民の消費意欲の回復も見込まれます

が、これからの消費動向等を注意し、支援策等に

ついては国の２次補正、地方創生臨時交付金の活

用等について、また、町内全体のバランスを考

慮、関係機関と協議しながら、収入保険への加入

を勧めながら、適時適切に実施してまいりたいと

考えておりますので、御理解願います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） このコロナウイルスという

のは、これで終わるというわけでないと思うので

すよね。今、東京も１８日で自粛解除になる、実

際にはステージ３だとか何とか、僕はよく分から

ないのですけれども、そういうふうになる。だか

ら東京なんかに、僕も出張するよと言ったら、

帰ってくるのだったら、２週間、家に帰ってこな

いでホテルにいなさいよというふうに言われた。

それほどやっぱり今、東京というのは。今、東京

の人とかが、今度お盆のころになったらまたこっ

ちに来たりする。札幌も同じですけれども、そう

いう大都市圏からの人たちが動いてくるというこ

となにると、今まで全然関係なかったよというこ

の七飯町だってどうなるか分からない。もうどこ

からクラスターが発生してどうなったなどという

のはなかなか追いかけていけないよというのが出

てくる。秋になれば、インフルエンザとかいろい

ろ出てくるから、それと混合してしまって、何な

のかというのがはっきり分からなくなって、それ

だけいろいろなことが起こり得るということにな

れば、また経済がどんと落ちると思いますよね。

経済が落ちるのだから、そのときのためにどう
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やって対策をとっておくのか、予防しておくの

か、リスクをいかに少なくするかということを考

えていかなければまずいのではないかなと思うの

ですよ。それと同時に、準備をきちっとしておく

ということ。 

 だから、先ほど言ったように、今、医療機関と

か福祉のところで、実際には本当にそこで働いて

いる人たちが、さっき田村議員が最後に質問して

いましたけれども、いろいろなことを言われて、

いろいろなことで本当に家にも帰れないというよ

うな状態が続いている人だってたくさんいるので

すよね。そういうのを、やはり地域で守っていか

なくてはいかないと思うので、そのためにも、不

足しているものを町は町でちゃんと用意してあげ

るということが大事でないかなというふうに思っ

ています。 

 最後に、町長、今のところの決意をひとつお願

いしたいと思います。 

○議長（木下 敏） 町長。 

○町長（中宮安一） 先ほど副町長のほうから、

臨時議会も開催した中でという話も出ました。

今、国会のほうでも、２次補正ということで議論

をしていただいて、６月１７日が会期末でありま

すので、それまでには決定していくという情報で

あります。まだ内示的なものも来ておりませんけ

れども、想定する部分では、今回の１兆円の国の

補正の中では、当町のほうには１億４,０００万

円ほどの額で示されております。それが２兆円で

ありますから、単純に２億８,０００万円の補助

金が来るのかという、これは単純にはいかないと

思いますけれども、いろいろな感染者数だとか、

そういうことでの割り当てもあるようであります

ので。しかし、それなりの額は私は来るというふ

うに思っております。 

 それで、先ほど横田議員のほうから、国に付随

したり道に付随したりして、町独自のというのが

ないのではないかということで、それは今回の議

会の補正予算の中でも４,８００万円くらいです

か、町の単独費を見ておりますし、私は今も管理

職のほうに指示しているのは、この国の２次補正

に向けて、２次補正の中で想定した補助金の中

で、しっかり見合うものを用意しておきなさいと

いうことを指示しておりますし、そして、国の対

象から外れるもの、そういったところにも、私は

やはりきちんと町として、倒産を１件もなくする

のだという、議員がおっしゃっている、そういう

思いの中で、ぜひ町のお金として、そういうお金

をしっかり配布しながら、企業の方を守っていき

たいなというふうに思っております。 

 それとあわせて、観光の関係でありますけれど

も、議員おっしゃったとおり、インバウンドに随

分大沼のほうには来ていただいておりましたけれ

ども、これは、私はある意味、２年くらいは極め

て難しいのだろうなというふうに思っています。

ですから、観光のあり方も変えなければ駄目なの

です。インバウンドではなくて、やはり地元の人

にたくさん来ていただくという、そういうこと

も、これは政策としてやっていかなければならな

い。そしてそれを観光事業者と一緒に、ではどう

いう手立てを打っていくのかということをしっか

りつくって、これからの臨時議会に間に合うのか

どうか、そういったこともしっかりやりながら

やっていきたい。 

 それと、先ほどインフルエンザの話も出まし

た。私のほうは、これからの話ですけれども、実

は本来であれば、コロナのワクチンがあれば接種

すればいいわけでありますけれども、まだワクチ

ン接種というのはできない状況であります。そし

て、インフルエンザのワクチンはあるのです。で

すから、症状が似ているのですよ。インフルエン

ザとコロナウイルスの感染したときの症状が似て

いますので、どっちなのか分からない状況があろ

うかというふうに思います。ですから、あるお医

者さんのお話を聞けば、そのために先にインフル

エンザの予防接種をしておくと、この方は予防接

種しているからインフルではないなと、そうい

う、１００％ではないにしても、一定程度の目安

がつくのではないかと。だからこの方はコロナの

ほうが疑いが強いぞと、そういう状況も含めて、

これから来たるべく対応、先ほど言った、これか

ら夏休みになるとやはり首都圏のほうからもい

らっしゃいます。そういった状況を考えますと、

そういうことをしっかりやっていかないと、この

七飯町で爆発的にコロナ感染者が出るということ
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になりますので、ぜひ私のほうもしっかりやって

いきますけれども、議員の先生方にもぜひこうい

うことがあればいいよ、これがいいよという、そ

ういう案がございましたら、私どものほうにお知

恵を貸していただければ大変ありがたいというふ

うに思いますので、よろしくお願いを申し上げま

す。 

 以上でございます。 

○１番（横田有一） 終わります。 

○議長（木下 敏） これをもちまして、横田有

一議員の一般質問を終了いたします。 

 暫時休憩いたします。 

午後 ３時３４分 休憩 

───────────── 

午後 ３時４５分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

 一般質問を続けます。 

 通告順に発言を許します。 

 川村主税議員。 

○１３番（川村主税） それでは、通告に従い、

３問、質問させていただきます。 

 まず１問目、学校再開後の授業カリキュラムの

対応について。 

 新型コロナウイルス感染拡大防止のために、町

内の小中学校が休校になっていたが、６月１日よ

り授業再開に伴い、授業計画の内容と、今後、休

校になった場合について、どのように対応するの

か伺いたい。 

 １点目、学習指導要領に基づく授業時間数は確

保できているのか。 

 ２点目、今後、休校になった場合の対応につい

てはどのように考えているのか。 

 ３点目、昨年、一般質問でも行ったタブレット

等の通信整備については、現在どのような状況な

のか、お願いいたします。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（北村公志） それでは、１点目

の授業時数の確保について答弁させていただきま

す。 

 今年度、４月６日に入学式、始業式を行い、令

和２年度の学校生活が始まった中、４月１８日か

ら、国の緊急事態宣言の拡大により休校期間に入

りましたので、新学期開始以来、子供たちは、入

学式、始業式を含め、４月は１０日ほどしか授業

を行えませんでした。５月も８日に中学校のみ、

１８日からは小学校も含め、全校が分散登校を

行ったものの、学習指導要領に基づく授業時数に

つきましては、現在のところ追いついていない状

況でございます。 

 今後、運動会などの学校行事の中止などに加

え、練習を予定していた時数を授業時数に回すな

どの対応に加え、夏期休業で９日間、冬期休業８

日間の短縮を行った上で、それでも不足が見込ま

れる学年などは土曜授業を行うなどの対応をし

て、授業時数を確保してまいります。 

 ２点目の、今後、休校になった場合について、

でございますが、学校での感染症対策を十分に

行った上で、６月１日から学校を再開したところ

でございますので、再度の休校は避けたいところ

ですが、やむを得ず休校になった場合、今回の休

校期間のように、分散登校などを可能な限り実施

し、極力学習の遅れのないよう対応してまいりま

す。 

 ３点目の、タブレット等の通信整備についてで

ございますが、このたびのコロナウイルスに係る

全国的な休校措置の長期化に伴い、国のＧＩＧＡ

スクール構想が変更になり、当初、令和２年から

令和５年の４年間で整備する予定であった計画

が、令和２年度単年度で全児童生徒へ端末を整備

する計画となったため、本定例会において、全児

童生徒、職員へのパソコンの購入費用及び遠隔授

業用の備品など１億１,４４９万８,０００円を計

上させていただき、今後、再度長期の休校が発生

した場合に備え、学校のＩＣＴ環境の整備を図る

ところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 川村主税議員。 

○１３番（川村主税） それでは、再質問のほう

をさせていただきます。先ほど同僚議員の中でも

幾つかかぶる質問がございまして、その中で、

ちょっと確認したいことがあったのですけれど

も、先ほど学習指導要領時間数、ある程度１０時

間から２０時間程度確保しているという話も出て
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いたのですけれども、これからまた新型コロナウ

イルス感染の再発とか、先ほど町長の回答にもあ

りますインフルエンザとなった場合に、特にイン

フルエンザは時期的に１月、２月、今年もやっぱ

り１月、２月に学級閉鎖が何クラスかあったと思

うのですけれども、今の段階であれば、ある程

度、先に余裕があるので、こういうのをできれば

避けたいですけれども、削って、授業に回すとい

うことはできると思うのですけれども、年度末、

１月、２月になった場合、３月になると、６年

生、中学生においては卒業、そういうのもありま

すので、そうなった場合、どのように対応する

か、その辺をまずお聞かせください。 

 現在、小学校、中学校もそうなのでしょうけれ

ども、授業中の３密、密閉、密集、密接、ソー

シャルディスタンス、現在、この議場でも、議員

も間隔をあけたりついたてを立てたり、理事者の

ほうも間隔をあけて対応をとっていますけれど

も、学校の教室等ではどのように対策をとられて

いるか、それがまず２点目。 

 今回、６月から始まったときに、私、てっきり

時間差で１年生から６年生までが通学する、もし

くは午前、午後、そういった形で分けるのかなと

思って見ていましたら、１年生から６年生まで一

緒、同じ時間帯に通学して授業を受けているとい

う状況なのですけれども、その辺について、例え

ば小学校単位、例えば七重小学校はこういうこと

でやっているよ、大中山小学校はこういうことで

やっている、学校ごとでそういう授業のカリキュ

ラムの組み立てができるものなのか、七飯町とし

て、こういうことで各学校やりなさいよというふ

うにしているのか、ちょっとその辺をお聞かせく

ださい。 

 タブレットの関係なのですけれども、先ほども

いろいろ聞いてはいたのですけれども、１２月ぐ

らいに何とかタブレットも全職員、全児童に用意

したいという話が出ていましたけれども、タブ

レットを使用する際、もし休校になって、御家庭

にタブレットを持っていってもらって授業をやる

と仮になった場合に、家庭内の通信環境というの

かな、今、携帯がありますので、Ｗｉ－Ｆｉと

か、そういったものはあるとは思いますけれど

も、家庭によってはそういう環境がない御家庭も

多分いると思うので、それについての事前に調査

というのかアンケートというのか、そういったも

のを実施する必要がないのかと、小学校の高学

年、また、中学生の生徒であれば、例えば１人で

御家庭でそういった日中授業をタブレットを使っ

てやるというのは可能だと思うのですけれども、

実際問題、１年生とか３年生の低学年の子が、両

親が仕事でいない、おばあちゃん、おじいちゃん

がいればいいですけれども、そういう環境の状態

のときに、果たしてそういう通信の授業ができる

かどうか、ちょっとその辺、どのように考えてい

るか、ちょっとお聞かせください。４点ぐらいか

な。お願いいたします。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（北村公志） 今後のインフルエ

ンザ、第二波、第三波も含めて、長期的な臨時の

休校とか、もちろん想定されますので、３月に

なって、３月の年度末までに埋めるという考えで

はなくて、ある程度２学期の中ぐらいで、ある程

度授業時数に余裕を持った形で進めていけるよう

なカリキュラムの組み方をしておりますので、万

が一、第二波、第三波で１か月、２か月となれば

また話は変わってきますけれども、インフルエン

ザの１週間の休校等くらいでしたら何とか対応で

きるような余裕を持ったカリキュラムの編成で授

業を組んでいきたいと思っております。 

 また、各学校の３密に対する対応ですけれど

も、文部科学省より示されております学校におけ

る衛生管理マニュアルに基づきまして、各学校、

それぞれ基本的には同じ指針でやっております。

ただ、学校の規模にもよりますので、小規模校で

あれば隣の人と１メーター、２メーター、十分な

距離はとれるところでございますが、七重小学

校、七飯中学校、大規模校になりますと、１メー

トルというのはとれませんので、マニュアルにも

示されておりますとおり、可能な限り距離をとっ

て、マスク着用、せきエチケットの徹底、朝の検

温等、マニュアルに沿った形で授業を行っている

ところです。もちろん授業の内容につきまして

も、お互いに意見を活発に交わし合うというよう

な授業はどうしても避けざるを得ない状況となっ
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ております。 

 続きまして、学校ごとのカリキュラムですけれ

ども、教育委員会として統一して全学校同じよう

にという指示は出しておりません。ただ、もちろ

ん最低的な標準時数のクリアであったり、学校行

事の実行中止検討であったり、基本的なところは

委員会で指示を出しておりますが、学校によって

カリキュラムの組み方は異なっております。複式

学級等もありますので、全学校で一致してという

のは無理かと思われます。 

 それから、タブレットについてでございます。

ネット環境の、小学校の低学年とかも含めて、全

部の学校ではございませんが、今回、中学校で、

ｅラーニングと先ほど答弁申し上げましたとお

り、インターネットを使った学習を行うに当た

り、各家庭のインターネット状況の調査を、簡単

なものですが、やらせていただきました。七重小

学校でアンケートの結果は、９５％の家庭が家庭

にＷｉ－Ｆｉ環境も整っているとの返答をいただ

きました。残り５％の部分につきましては、学校

のパソコンルームであったり、文化センターで

あったり、フリーＷｉ－Ｆｉが整っている施設が

ございますので、そちらのほうで対応していけれ

ばと考えております。 

 以上でございます 

○議長（木下 敏） 川村主税議員。 

○１３番（川村主税） 再々質問ですけれども、

先ほどのアンケートの関係で、９５％がＷｉ－Ｆ

ｉの環境があるで、５％が現在ないということな

のでしょうけれども、そうなった場合、例えばタ

ブレットにつける移動式のＷｉ－Ｆｉというので

しょうか、当然、月々の契約料は多分かかるので

しょうけれども、そういったものでも対応は可能

なのかなと思うのですけれども、あと、ちょっと

確認で、例えばさっき４点目に質問している、高

学年以上、また中学生は、御家庭でそういうのは

可能ですけれども、低学年、例えば１年生のお子

さんが１人で自宅でそういった授業を受けられる

かというと、多分無理だと思うので、そういう部

分についての対応、御家庭のお父さん、お母さ

ん、おじいちゃん、おばあちゃんが一緒におられ

れば、そういうことも可能なのかなと思うのです

けれども、そうなったケースの場合、どうするの

か、ちょっとその１点。 

 あと、１年生、４月に入ってから、実質、４月

は何回も通っていないかと思うのですけれども、

保護者のほうでも、やっぱり今、自分のお子さん

がどういう状態で学校で授業を受けているのか、

先生の言うことを聞いているものなのか、そう

いった状況を皆さんやっぱり心配しているのです

よね。そういう中で、できる範囲の中で、今、授

業参観なり見学等が、今まだすぐにはできないと

思うのですけれども、そういう状況を、例えば

今、ＹｏｕＴｕｂｅ、また、携帯のそういった

ソーシャルワーカーを使って、御家庭の携帯のほ

うで見られるような、授業風景をとって御家庭で

も見られるような、そういった環境の部分ができ

ないものか。当然、今、タブレットのほうがそろ

えば、多分そういったのも可能なのかなと思うの

ですけれども、それまで、いつ親御さんたちが学

校の中を見られるかどうか分からないので、そう

いった部分に対応できるかどうか、その２点、

ちょっとお願いいたします。 

○議長（木下 敏） 教育長。 

○教育長（與田敏樹） さっきちょっと漏れたや

つもお答えします。 

 登校時の関係なのですけれども、これは学校ご

とに、例えば大中山中学校であれば、１０分ずつ

ずらして登校させたりして、密の状態を避けてい

ます。あとは、七重小学校であれば、今まで校長

先生が校門の前にいたのです。だけれども、密を

避けるために、玄関で子供たちを迎えて、そこで

密を避けるような状況でやっています。大中山小

学校につきましては、子供たちに対して登校時間

を遅くしてくれと。これは門を開ける時間の前に

たくさんの子供が来て、玄関の前でたむろしてし

まうのですよ。だから、それぞれの学校で工夫し

ながらこれは対応しております。 

 もう一つ、小学校の低学年が、これはタブレッ

ト以前の話なのですよね。要するにそういうこと

ができない子供が１人でいること自体がどうなの

だろうかと。普通考えれば、そういう両親ともに

いないのであれば、学童に本当は行っているはず

なのですよね。休校になったとしても、今までの
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例から言えば、学童が国の方針として開けさせま

すから、そういう対応をしてきていまして、学童

に行けば、学童でタブレットを対応できるという

形になりますので。ただ、そういうお子さんがゼ

ロかどうかといったときに、ゼロだとは言い切れ

ませんので、もしいたとしたときには、それは個

別対応で、そのときに、御両親の方と、保護者の

方と学校と相談して、どうしたらいいかという対

応をしていただくということしか、一般論として

はなかなか答えにくい内容だなというふうに思っ

ています。 

 それと、１年生、心配だと思います。４月６日

に入学したときに、その前にも幼稚園とかで休校

のあった子供たち、行っていない子供たちが家に

ずっといたものですから、赤ちゃん帰りしてし

まって、入学式の次の日に、保護者の方と一緒に

来るのですけれども、なかなか校門から向こうに

行けないという、泣いているお子さんが結構いた

というお話も聞いています。この４月、今回も若

干そういう子供がいたのですけれども、今はもう

みんな元気に登校しているということでお話は聞

いています。 

 ただ、保護者がもし心配なのであれば、学校と

してＹｏｕＴｕｂｅにやるという手間を、今、先

生方にお願いするのではなくて、基本的には学校

に余り行ってほしくないです、今の状況は。であ

れば、担任の先生に電話をして様子を聞いてほし

いのです。担任の先生はきちんと教えてくれま

す、そこは。どうしても心配だったら、ここはマ

スクをして消毒をして見てもらうということは可

能だと思いますけれども、それを一律に教室の風

景をＹｏｕＴｕｂｅでということは、今、先生方

が非常に大変な思いをしています。 

 なぜかといったら、休んだ期間を、勉強の問題

もありますけれども、子供たちの心のケアも含め

て、今、授業の中でやっているわけです。それに

プラスアルファでそこの負担をお願いするという

ことは、保護者の立場になったときには見たいと

いうのはよく分かりますけれども、でも子供たち

が学校の中で健やかに育つためには、先生方にあ

る程度ゆとりを与えなければいけない。ゆとりを

与えた中で、子供たちの一人一人の変化が分かる

わけですから、そういう意味では、そこにＹｏｕ

Ｔｕｂｅ、あるいは状況が分かるようにというと

ころの手間をやらせるのではなくて、そこは保護

者がぜひ連絡するなりというところでやっていた

だければなというふうに、学校のほうには、そう

いう電話が来たときにはきちんと対応するように

お願いしますということは教育委員会のほうとし

てしっかりと、きょう、御意見があったというこ

とは伝えたいと思いますので、ぜひそういうこと

で理解をしていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（北村公志） 議員のおっしゃる

いわゆるポケットＷｉ－Ｆｉ、ＬＴＥの関係です

けれども、国のほうで補助があるような動きはご

ざいます。ただ、端末機械の導入につきましては

国のほうで一部助成するという話がありますが、

毎月の通信料につきましては、どこが負担するの

は、端的に言うと保護者負担ということになるか

と思います。それをやって、保護者が導入するか

どうかも含めて分かりませんので、現在のところ

はフリーＷｉ－Ｆｉの施設、文化センターと、密

にならない状態で、５％の数が学校のパソコン

ルーム、例えば文化センタ－の大ホール、小ホー

ル等で対応は可能かと思いますので、今のところ

ＬＴＥ、ポケットＷｉ－Ｆｉの導入は考えてござ

いません。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 川村主税議員。 

○１３番（川村主税） それでは、２問目にいき

ます。学校再開後の学校給食の対応について。 

 学校再開後、どのように事業計画の中で学校給

食を配給していくのかについて伺いたい。 

 また、学校給食センターの新型コロナウイルス

の感染防止対策についても伺いたい。 

 １点目、現在、学校給食の扱いに関しては、ど

のような指導、通達が来ているのか。また、指導

マニュアル等はあるのか。 

 ２点目、学校給食センターの新型コロナウイル

スの感染防止対策について。 

 ３点目、今後新たに感染拡大防止のために休校

となった場合の学校給食センターの対応につい
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て、３点、お願いいたします。 

○議長（木下 敏） 学校給食センター長。 

○学校給食センター長（柴田 憲） １点目の、

現在、学校給食の扱いに関してはどのような指

導、通達が来ているのか、また、指導マニュアル

等はあるのかについてでございますが、まず、４

月からの学校再開に当たり、国及び北海道より、

学校再開ガイドラインなど、留意事項の通知が来

ております。 

 学校給食に関する項目といたしまして、学校給

食衛生管理基準の徹底を図り、児童生徒への適切

な衛生管理の指導や、配食を行う者の健康状態の

確認をするなどの指導事項が記載されており、現

在も継続して対応しております。 

 また、指導マニュアル等についてですが、学校

におきましては、コロナウイルスへの対応が加

わった日常の給食指導の要領例が示されているほ

か、学校における新型コロナウイルス感染症に関

する衛生管理マニュアルである学校の新しい生活

様式が新たに作成されていますので、それに基づ

き、給食当番の健康管理や児童生徒全員の食事前

後の手洗いの徹底、飛沫を飛ばさないような配席

にするなどの対策を各学校で実施しております。 

 学校給食センターにおきましては、衛生管理と

いたしまして、文部科学省による学校給食衛生管

理基準のほか、北海道教育委員会の学校給食衛生

管理マニュアルなど、既存のマニュアルを活用

し、手洗い、消毒等の対応をしております。 

 ２点目の、学校給食センターの新型コロナウイ

ルス感染防止対策についてでございますが、学校

給食においては、１点目でお答えしたとおり、衛

生管理基準がございますので、それらに沿って、

被服の着替えや手指の消毒等を実施しており、ウ

イルス類を含む汚染源を除去し、また、新たに付

着させない措置をとっているほか、新たな措置と

しては、通常実施している出勤者の体調確認項目

に、検温、せきの有無、倦怠感が加わっておりま

す。 

 また、現時点で食品を介しての感染事例は全国

で報告されておりませんが、学校給食センターで

調理するものにつきましては、念入りな洗浄はも

とより、果物等を除き、全ての食材を加熱して提

供しております。中心温度７５度で１分以上、二

枚貝類などはそれ以上の加熱をしており、ウイル

ス類を死滅させる基準温度を満たしておりますの

で、給食の調理物による感染の恐れはないと考え

ております。 

 ３点目の、今後新たに感染拡大防止のために休

校となった場合の学校給食センターの対応につい

てでございますが、学校給食の提供をどのように

していくのかという点からお答えさせていただき

ます。 

 現在、各学校におきましては、先月までの臨時

休業によって減少した授業時数を、夏期休業、冬

期休業の短縮や中止となった行事の日を利用して

確保を図る予定ですが、それにより新たに授業を

行うことになった日につきましては、学校の計画

に応じて学校給食を提供していく予定となってお

りますので、御理解をお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 川村主税議員。 

○１３番（川村主税） それでは、再質問のほう

をさせていただきます。 

 ちょっと学校に配給するまでの過程を教えてほ

しいのですよね。ちょっと私のほうで勘違いして

いたのですけれども、指定業者のほうで、会社で

つくって持ってくるのかなと思ったら、今、話を

聞いたら、センターの中でつくっているような話

もされたので、学校までの配食までの経緯をまず

説明してください。 

 給食時の状況というのですか、よくテレビとか

ニュースで見ると、函館市、当初は加熱しない製

品、パンとか牛乳とかチーズとか果物とか、そう

いったもので始めていたという話を見てはいたの

ですけれども、今、七飯町のほうでは、休校以前

の普通のとおりの給食の内容で出しているものな

のか。あと、実際、子供たちが給食を配るような

形でみんなで給食を食べているものなのか、

ちょっとその辺の詳細を教えてください。 

 あと、給食費の関係なのですけれども、今回、

コロナウイルスの関係で、実際、４月、学校に

行っている日数は少ないですけれども、そうした

場合の給食を食べた分だけの給食費を請求してい

るものなのか、年間を通しての部分で平均的に出
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しているものなのか、ちょっとその辺、給食費、

三千幾らだったと思いますけれども、ちょっとそ

の辺の詳細、材料の部分だけで三千幾らかかって

いるものか、ちょっとその辺、詳しく教えてくだ

さい。 

 先ほど給食センターのほうでも感染対策のいろ

いろな指導方法、防止の指導方法をやっていると

いう話でしたけれども、具体的にもう一度、外部

から来る時点で、当然、先ほどの検温していると

いう話でしたけれども、例えば配食するとき、今

度学校にまた持っていく、その時点でもきちっと

また対応しているのか、ちょっとその辺も詳しく

教えてください。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 学校給食センター長。 

○学校給食センター長（柴田 憲） それでは、

再質問にお答えしてまいります。 

 まず、給食センターでの配送の過程ということ

でございますけれども、まず、パンとか米飯等、

給食センターで作っていないものに関しまして

は、うちのほうの配送のトラックで指定された工

場に行き、積み込み、学校のほうに配送をしてお

ります。給食センターで調理をするものというこ

とでございますけれども、基本的にその日の作る

食材を、その日、まず受け入れをいたします。検

収ということで、食材の状況ですとか、例えば袋

の破れがないかとか、変な汚れはないか、腐って

いないかとかを確認、検収と言いますけれども、

検収をいたします。検収をして、量を計り、その

後、洗浄を行います。洗浄につきましては、例え

ば野菜類で言えば３回洗っております。肉類とか

そういったものはそのまま下処理ということで、

切ったりという作業を行います。こちら、そう

いったカットした、例えば洗った野菜とかはカッ

トして、肉とか魚関係のカットとか下処理を行い

ます。そこから調理のいわゆる釜とか煮炊きのほ

うに回します。 

 ちょっと申し遅れましたけれども、全て調理員

のほうは衛生服を着て、帽子をかぶり、マスクを

し、手袋もしております。汚れる最初の材料を受

け入れるところ、いわゆる汚染区域というのです

けれども、そこから調理のほう、非汚染区域のと

ころに関しては、出入りは基本的にしないような

形で窓口を使って受け渡しをするような形になっ

ております。調理を行いまして、その後、食缶に

配食いたしまして、食缶に配食したものを学校ご

とに、さらにコンテナに詰めます。コンテナのほ

うも全部前日までに熱消毒を行ったものとなって

おりまして、そのコンテナのほうにできた給食を

詰めます。詰めたものをそのままコンテナごと学

校給食センターのトラックのほうに積み込みをい

たします。トラックのほうも前日までに全部洗

浄、消毒を行っておりまして、そちらのほうに積

み込みまして、各学校に配食、お配りするという

ような形になっております。当然、配送するト

ラックの運転手等も、衛生管理項目とか体調確

認、検温等も全部実施しております。 

 続きまして、七飯町の今の給食の状況というこ

とで、簡易給食的なものなのか、休業前の状態な

のかということでございますけれども、６月１日

より、七飯町は学校のほうを再開しております。

こちらのほうの給食につきましては、休業以前の

給食、いわゆる通常の給食、温食、汁物、おか

ず、そういったもので構成されている通常の学校

給食を提供させていただいております。 

 学校での配膳とか、子供たちが配っているのか

とか、そういうお話ですけれども、基本的には、

従来どおり給食当番が、子供たちが配膳しており

ますが、ただ、当然、エプロンとか帽子とかマス

クの着用はもとより、密にならないように、密接

しないように、トングとかも使い回しをしないよ

うにということで配膳をしております。 

 ただ、現在、休業前と変わっているところは、

おかわりに関しては学校の先生、教員が行ってく

ださいという指示、通知が来ておりますので、そ

のようにさせていただいております。 

 続きまして、給食費の関係でございます。給食

費につきましては、年間の提供回数というものが

決まっております。保護者の方の利便性を考えま

して、１年にかかる金額というのがありますけれ

ども、それを１２か月で割って、月額として定

額、決まった額を請求してございます。通常の月

と夏休みとか長期休み、食べた日が少ない日があ

りましても同じ額になっているのはそのためでご
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ざいます。 

 今回の４月から５月にかけて、学校の臨時休業

に伴い給食も停止いたしました。その分をいただ

かないということも検討いたしましたが、そうな

ると、今、夏休みとか冬休み、短縮し、登校日を

増やすという予定となっております。そうした日

に給食を出すことができない、もしくは増えた分

の給食費を改めて追加でいただくことになる、そ

ういうことを避けるため、今回、給食費は通常ど

おりいただくこととして、保護者の皆様にお知ら

せをしております。 

 今回、臨時休業が発生いたしましたけれども、

また今後も起こる可能性というのもございます。

最終的に給食費を多くいただくことがないよう

に、そのような場合は年度末に減額調整を行っ

て、保護者の皆様が不利益にならないように取り

はからいたいと考えておりますので、御理解をお

願いいたします。 

 センターでの対策ということですけれども、基

本的には非常に厳しい基準でしております。ま

ず、出勤して、日常の体調管理、先ほどお答えし

たとおり、せき、検温等加わりましたけれども、

それ以外にも、発熱、下痢とか腹痛、手指の傷と

か、そういったものを毎日チェックしておりま

す。そして、服も、先ほどお話ししましたとお

り、マスクとか帽子を着用いたしますけれども、

こちらのほうも毎日交換しております。調理場に

入るときは手洗い、アルコール消毒、爪の間も磨

くような形で入る、そのような形で、通常考えら

れる基準どおりの対策をとってございます。先ほ

どお話ししましたとおり、衛生区域、非衛生区域

を簡単に行き来できないように、そこに入るとき

は１回１回着替える、トイレのときも１回脱いで

から行って、また消毒してから着る、そのような

対策をとって、非常に高い安全対策をとっており

ますので、その辺については御安心いただけると

思います。 

 配送につきましても、先ほどちょっとお話しし

ましたので、配送職員も給食従事者ということ

で、着替えは積み込みとかそのときにしか行って

おりませんけれども、体調管理等は従事員と同様

の項目で、せき、検温、日常の発熱とか、下痢、

腹痛、そういったものを含めて確認しているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 川村主税議員。 

○１３番（川村主税） 給食費の金額をまた

ちょっと教えてくださいというのが１点と、休業

中、ちょっとどういう流れになっているか分から

ないですけれども、例えば材料費、材料自体を購

入して置いておく場合、その日、その日で材料を

仕入れてやるという話だったのですけれども、例

えば急遽休業になったときに、もう既に何か食材

の材料を買い置きしたもの、そういったものが

あったのか、もしあった場合、それをどういうふ

うに処理したのか、ちょっとその辺を教えてくだ

さい。その１点だけ、お願いします。 

○議長（木下 敏） 学校給食センター長。 

○学校給食センター長（柴田 憲） 再質問にお

答えしてまいります。 

 まず、給食費の金額でございますけれども、月

額で、小学校３,９７０円、中学校４,９００円と

なっております。小学校１年生と中学校３年生に

関しましては、それぞれ小学校は給食が始まる時

期が１年生は遅い関係で、中学校３年生は卒業式

があるということで、小１、中３に関してはこち

らの半額となっております。その他、多子軽減制

度ということで、同じ世帯から町内の学校に通う

２人目、３人目については、さらにその半額、３

人目以降は無料というふうになってございます。 

 食材についてですけれども、基本的に生鮮商品

というのは当日受入れることとなっております。

ただ、冷凍商品ですとか調味料ですとか、そう

いった保存が利くものはございますので、そう

いったものは前日より前に入ってくる、もしくは

札幌のほうから送られてくるものもありますの

で、保存が利くものは前日ではなく、生鮮食品が

当日入っている状況です。 

 今回の給食の臨時休業に関しましても、やっぱ

り急遽決まったものですから、キャンセルがきか

なかった分も発生いたしました。こちらとして

は、全てなるべく早くということで食材発注業者

に連絡を速やかにとりまして、大部分、キャンセ

ルすることができましたけれども、やっぱり生鮮
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食品、当日の野菜については、どうしてもキャン

セルができなかったということで、こちらのほう

は、心が傷むのですけれども、廃棄処分とさせて

いただいております。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 川村主税議員。 

○１３番（川村主税） ３問目になります。学校

再開後の行事予定、クラブ活動等についての対応

について。 

 小中学校の再開に伴い、年間の授業時数の確保

のため、夏休み、冬休みを短縮して行うなど対応

しているが、感染拡大防止のため、運動会の中止

や修学旅行の延期など、学校行事も縮小していく

ことにより、子供たちのストレスや運動不足など

も一番懸念される。非常に難しい対応とは思う

が、今後の対応について伺いたい。 

 １点目、行事予定等の中止、延期等について

は、どのような過程を通して決定し、保護者など

に通知を行っているのか。 

 ２点目、子供たちへの環境の変化に対応するた

めのケアについてはどのように考えているのか。 

 ３点目、運動不足が懸念される中、体育授業や

クラブ活動についてはどのように考えているの

か。 

 以上３点、お願いいたします。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（北村公志） １点目の、行事予

定の中止、延期などの行事予定の決定への過程と

保護者などへの通知についてでございますが、今

年度の学校行事は、運動会、体育大会を初め中体

連やプール学習など、様々な行事を安全確保のた

め中止とさせていただいたところでございます。

また、今後の修学旅行や学習発表会などについて

も延期や見直しなどを行っているところでござい

ます。 

 各行事の中止につきましては、文部科学省や北

海道教育委員会などからの通知や、道内教育長テ

レビ会議などの情報共有を得て、町教育委員会が

主催の七飯町内の小学校、中学校、義務教育学校

の校長先生方で組織する七飯町校長会で決定し、

町のホームページへ掲載の上、各学校から保護者

へ安心メールで配信をしております。なお、安心

メールの登録率は各学校１００％でございます。 

 ２点目の、子供たちへの環境の変化に対応する

ためのケアについてでございますが、５月１８日

から５月２９日までの２週間、半日の登校や１日

置きの分散登校を行い、環境の変化に徐々に慣れ

ていただき、６月１日からの完全学校再開を迎え

たところでございます。 

 今後の心のケアなどにつきましては、先ほどの

答弁でも申し上げましたが、学級担任を初め養護

教諭、スクールカウンセラーなどを中心とした教

職員全体で支援を行ってまいります。 

 ３点目の、体育授業やクラブ活動についてでご

ざいますが、体育の授業は、文部科学省より示さ

れております学校における新型コロナウイルス感

染症に関する衛生管理マニュアル、学校の新しい

生活様式によりますと、用具の消毒やソーシャル

ディスタンスを講じた上で、可能な限り屋外で実

施することとし、体育館など屋内で実施する必要

がある場合は、特に呼気が激しくなるような運動

は避けることとなっております。 

 また、クラブ活動や部活動につきましても、可

能な限り感染症対策を行った上で通常の活動を行

うとされておりますので、このマニュアルに従

い、体育の授業及びクラブ活動などについて、十

分な感染症対策を講じた上で活動を実施してまい

ります。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 川村主税議員。 

○１３番（川村主税） 何点かまた再質問させて

いただきます。 

 先ほど同僚議員の質問の中で、行事予定の中

で、全部を中止というわけでなく、延期、もしか

したら延期したのが中止になるかもしれない、こ

ういう状況なので、どこまでできるのかは正直分

かりませんけれども、例えば修学旅行とか、そう

いった部分、本当に一生に一度ではないですけれ

ども、小学生だと６年生、中学生だと２年生で行

くのかな、ちょっと忘れましたが、そういうの

を、やっぱりそのときに一度しか行けないものな

ので、やっぱり思い出として、できれば秋、本当

にいつできるか分かりませんけれども、行かせて

やりたいという気持ちは皆さん持っているのでは
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ないかなと思うのですけれども、その辺の対応を

どこまで、運動会にしても、例えば春先にできな

くても、秋口にできないものか、例えば全体にで

きないにしても、低学年、高学年で分けるとか、

午前中でできる範囲で、保護者がどうしても無理

であれば、子供たちだけでも、運動会というか、

ちょっと縮小をかけた形でやってみるとか、

ちょっとその辺について、どのように今考えてい

るかというのを１点。 

 あと、体育の授業は始まっているという中で、

今、函館でもクラブ活動も始まりつつありますけ

れども、実際、プール、函館のほうも市民プール

をオープンして、水泳のそういった活動も行う予

定でありますけれども、そういったプールとか、

そういったものも必ずしも今、中止にはなってい

ますけれども、実際のところどうなのか、そう

いった感染対策上、本当にできないものなのか、

ちょっとその辺、２点。 

 ３点目として、子供たちのケアということで、

今回、家にいるという時間が、親も子供も多いと

いう中で、いろいろなＤＶとか、また虐待的な部

分が一部報道でも目立ったのですけれども、実際

に今、七飯町の中で、実際そのようなケースが

あったのか、その３点、お願いいたします。 

○議長（木下 敏） 教育長。 

○教育長（與田敏樹） 順番にお答えをしてまい

ります。 

 まず、修学旅行、これは行かせたいと思ってい

ます、何とか。ただ、その基準をホームページ上

でアップをさせていただきました。リスクのある

場所にあえて行かせるということにはならないと

思います、まずそこは。それと、行く方法を、こ

の辺もやはりリスク軽減を図って、学校としての

考え方をまず出して、そして保護者と合意を得た

中で実施をするという、できればですね、何とか

やってほしいなと。 

 ただ、そうなったときに、端的に言えば、学校

をあけていること自体がリスクなのですよ。リス

クをゼロにするということは、学校を開けないの

が一番リスクゼロなのです。でもそうならないで

すから、やっぱり学びの保証ということで、学校

に子供たちに来ていただいています。修学旅行も

同じです。リスクがゼロということであれば、修

学旅行はできませんので、どこまで共有できるか

ということですよね、そのリスクを。ましてや中

学校３年生で行きますから、行ったときに感染し

たということになると、その間、勉強ができなく

なる可能性もありますから、やはりそこは慎重に

ならざるを得ないというふうに思っていますが、

行かせたいという思いは教育委員会も学校も保護

者も、今、川村議員がおっしゃった、本当に保護

者の立場だと思いますけれども、一緒だと思いま

す。そこのところで何とか一致をするようなとこ

ろを見出して、やってやりたい。そのためには、

日程の変更もあり得るかと思います。行き先の変

更もあり得るかと思います。いずれにしても、実

施をしたいという前提で教育委員会も考えている

ということで御理解をいただければなと思いま

す。 

 運動会は、もう復活はしません。これは中止を

決定をさせていただきました。なぜかといえば、

今おっしゃったことを中止する段階で考えたので

す。でも、秋に持っていったときに、秋には学習

発表会もやれるという前提でしたから、当時は、

あります。そうしたときに、学習発表会にしても

学芸会にしても、子供たちの練習時間は相当とら

れるのです。そこにまた運動会ということになる

と、これは子供たちに違う意味でのストレスがす

ごい発生するということもあって、そこは中止に

させていただきましたということです。 

 それから、２点目のプールです。これも復活は

ありません。中止とさせていただきました。なぜ

かといえば、泳いでいるときはいいのです。それ

で上がったときの更衣室での密状態を解消できな

いということ。例えば民間のプールとかスイミン

グスクールなどは、１回ずつ更衣室を消毒してい

るというような話も聞いています、人が入れ替わ

るたびに。でも学校の場合はそれができませんの

で、もしやったとすれば、そのための時間が相当

とられますから、ただでさえ少ない時数の中で、

またそこのところがそういうことでとられてしま

うということもありますし、プールというのは必

修でございませんので、そこは違う形の中で、子

供たちに体育の授業の中で体を鍛えるようなもの
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をやっていただきたいなというふうに思っていま

す。 

 ３番目、これは一番心配しました。教育委員会

としても学校も一番心配したところですが、まだ

表面的に出ているという話は私は伺っていないで

す。ただ、ここは６月１日に学校が再開される段

階で、その前の日に、９月１日に子供たちの自殺

が一番多い。これは本州です、９月１日から学校

が始まりますから。でも北海道の場合は８月１８

日とか１９日になると思います。それと同じよう

な対応を６月１日にしてくださいということで、

子供たちの様子、ちょっとでも変なところがあっ

たら、そこはみんなでカバーしてくださいという

ことで、学校のほうにも指示をしております。そ

の前提で、教育委員会のほうにいまだにまだ上

がってきていませんので、今のところはなかった

なというふうに安堵していますけれども、ただ、

こればかりは、まだ隠れているものもあるかもし

れませんので、緊張感を解かないでこれからも対

応していきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○１３番（川村主税） 終わります。 

○議長（木下 敏） これをもちまして、川村主

税議員の一般質問を終了いたします。 

  ─────────────────── 

散 会 の 議 決           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） この際、お諮りいたしま

す。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、散会いたした

いと思いますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本日の会議はこの程度にとどめ、散会

することに決定いたしました。 

  ─────────────────── 

散 会 宣 告           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 本日は、これをもって散会

いたします。 

 お疲れさまでした。 

午後 ４時３４分 散会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－ 56 － 

 


